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独立行政法人国際協力機構は、ガーナ共和国の「太陽光を活用したクリーンエネル
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調査団を組織しました。 

調査団は、ガーナの政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地

踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に

役立つことを願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上

げます。 
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要 約 

① 国の概要 

 ガーナ共和国（以下「ガ」国）はアフリカ大陸の西部に位置し、面積約 23.9 万 km
2（日本の約 3

分の 2）、人口約 2,390 万人（2008 年、UNFPA）、国民一人当たり GNI が 670 米ドル（2008 年、世界

銀行）である。 

「ガ」国の経済は農業・鉱業に依存する典型的な一次産品依存型経済であり、主要輸出品もカカオ、

金及び木材が上位 3 位を占めており、国際市況及び天候に影響を受けやすい環境にある。1970 年代

後半から 1980 年代前半にかけて経済的困難に直面したため、世銀の支援により 1983 年より構造調整

を通じた経済再建に取り組んだ。この結果、1980 年代後半から平均 5％の GDP 成長率を達成し、サ

ブ・サハラ・アフリカにおける構造調整の優等生として評価された。しかし、1990 年代に入り、金

やカカオの国際価格の低迷や主要輸入品である原油価格の高騰等により経済が悪化してきたため、

2001 年 3 月に拡大 HIPC（重債務貧困国）イニシアティブ適用による債務救済申請を行い、緊縮財政

を基本とした経済の立て直しに着手した。その後は健全な財政運営を基本政策としており、2007 年

には約 6％の経済成長率を達成するまでに回復している。2009 年には世界的な金融危機、景気後退の

影響により、実質 GDP 成長率は 4.5％に低下している。 

 

② プロジェクトの背景、経緯及び概要 

「ガ」国では、1990 年代半ばまではボルタ湖（人造湖）の豊富な水源を利用した水力発電により、

国内の電力供給並びにコートジボワール及びトーゴなど近隣国への電力輸出を行っていた。しかしな

がら、近年は国内電力需要の増加に伴い水力発電のみでは必要な電力供給を賄えず、不足する電力に

ついては、火力発電所の建設を推進するほか、コートジボワールからの国際連系線を介した電力融通

で補っている。更に、最近では気候変動の影響により渇水が頻繁に発生し、主要電源であるアコソン

ボ水力発電所の発電量が低下してきている。このため「ガ」国では、エネルギー源の多様化、再生可

能エネルギーの導入促進を政策目標として掲げ、エネルギー供給事情の改善と環境負荷の軽減を両立

すべく、政策の実現に向けて努力している。 

2006 年に策定された戦略的国家エネルギー計画（SNEP：Strategic National Energy Plan 2006-2020）

では、2020 年までに発電設備容量に占める再生可能エネルギーの割合を 10%にすることを目標とし、

バイオマス、風力、太陽光、小水力等の再生可能エネルギーの導入が進められている。「ガ」国では、

従来から地方未電化地域の電化を目的として、配電系統に連系されない小規模な独立型太陽光発電設

備の導入が進められてきたが、系統に連系された大規模な太陽光発電システムは未だ導入されていな

い。 

我が国は、温室効果ガス排出削減と経済成長を両立させ、気候の安定化に貢献しようとする開発途

上国に対する支援策として、「クールアース・パートナーシップ」、「鳩山イニシアティブ」といった

資金援助の枠組みを設けているが、こうした我が国の政策を受けて JICA では、再生可能エネルギー

を含むクリーンエネルギーに係る日本の先進的な技術を積極的に活用することが方針として定めら

れ、中でも我が国として極めて優位性の高い太陽光発電技術の国際協力事業への活用が求められるこ

ととなった。 

以上の背景から、外務省によりクールアース・パートナー国を対象として太陽光発電等を活用した

環境プログラム無償のニーズ調査が実施された。その結果、要請のあった「ガ」国を対象に、太陽光
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を活用したクリーンエネルギー導入に係る協力準備調査が実施されることとなった。 

「ガ」国から要請されたプロジェクトの概要は、ガーナ大学野口記念医学研究所（以下、野口研）

を対象とした、出力 315 kWp の系統連系型太陽光発電システムの調達及び据付である。 

 

③ 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

 JICA は協力準備調査団を 2009 年 12 月 6 日～12 月 12 日（第 1 次現地調査）、及び 2010 年 3 月 12

日～3 月 30 日に「ガ」国に派遣し、「ガ」国関係者（主管官庁：ガーナ大学、実施機関：野口記念医

学研究所）と要請内容の再確認、実施内容の協議を行うとともに、プロジェクトサイト調査及び関連

資料の収集を実施した。 

 帰国後、調査団は現地調査資料に基づき、プロジェクトの必要性、社会・経済効果、妥当性につい

て検討し、その結果を協力準備調査報告書（案）に取りまとめた。JICA は 2010 年 8 月 1 日から 8 月

7 日まで第 3 次現地調査（概要説明）調査団を「ガ」国に派遣し、協力準備調査報告書（案）の説明

及び協議を行い、「ガ」国関係者との間で基本合意を得た。 

 調査の結果策定した協力対象事業は、ガーナ大学付属 野口記念医学研究所を対象とし、太陽光発

電設備（出力 315 kWp）と関連する変圧器、415 V 遮断器、415 V 配電線、配電線用資機材の調達・

据付を行うものである。同太陽光発電設備は、「ガ」国で最大の規模となり、同国では事例の尐ない

系統連系型の設備であることから、竣工後の運転・維持管理が問題なく行えるよう、十分に配慮した

設計とする。また、本計画が今後の「ガ」国における系統連系型太陽光発電設備の普及促進に資する

よう、ソフトコンポーネントを活用して運転・維持管理や系統連系に係る技術移転を行う。 

 

基本計画の概要 

資

機

材

調

達

と

据

付

工

事 

下記太陽光発電資機材の調達及び据付 数量 

太陽光発電モジュール 315 kW 

太陽光発電モジュール用設置架台 1 式 

接続箱（メーカーにより数量は異なる） 1 式 

集電箱（メーカーにより数量は異なる） 4 個以上 

パワーコンディショナー 4 台 

昇圧用変圧器 1 台 

表示装置 1 式 

計装装置 1 式 

配線材料 1 式 

接地工事材料 1 式 

資
機
材
調
達
計
画 

太陽光発電設備用交換部品、保守道工具及

び試験器具 
1 式 
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④ プロジェクトの工期及び概略事業費 

本計画を我が国の無償資金協力で実施する場合、概略事業費は約 XX.XX 億円（我が国負担経費：

約 XX.XX 億円、「ガ」国側負担経費：約 91 万円）と見積もられる。このうち、「ガ」国側が負担す

る主な事項は、PV パネル設置場所の草木の伐採工事（約 30 万円）、資金移動に係る日本の銀行への

手数料支払い（約 61 万円）である。本計画の工期は実施設計を含め、約 12 ヶ月である。 

 

⑤ プロジェクトの評価 

以下に示す本計画の妥当性・有効性から、協力対象事業の実施は妥当と判断される。 

【妥当性】 

 裨益人口 

本計画の実施により、野口記念医学研究所の教職員（約 220 人）が太陽光発電による電力供

給を享受することとなる。なお、太陽光発電による地球温暖化ガスの排出削減については、「ガ」

国の全国民が裨益対象となる。 

 公共福祉施設の安定した運営への貢献 

野口記念医学研究所という公共福祉施設への電力供給に資するとともに、再生可能エネルギ

ーの啓蒙普及に貢献するものである。 

 運営・維持管理能力 

本計画で調達する資機材の仕様は、「ガ」国の保有する技術力で十分に運用・維持管理が可

能であり、本計画実施上、特に問題は発生しないと判断される。 

 「ガ」国の開発計画に資するプロジェクト 

「ガ」国政府が進めている国家エネルギー政策、戦略的国家エネルギー計画の実現に資する

プロジェクトである。 

 我が国の無償資金協力スキーム 

我が国の無償資金協力スキームがプロジェクトの実施に支障となることはなく、また、本計

画は無償資金協力スキームの枠内で無理のない事業内容と工程計画を策定しており、特段の困

難なく実施可能である。 

 日本の技術を用いる必要性・優位性 

再生可能エネルギーを含むクリーンエネルギーに係る日本の先進的な技術、中でも我が国と

して極めて優位性の高い太陽光発電技術を活用することができる。 

【有効性】 

 定量的効果としては、再生可能エネルギー（バイオマス、太陽光、小水力発電）による発電設備容

量の増加、発電による CO2排出量の削減が挙げられ、前者は 1,000kW（2009 年）が 1,315kW（2015

年）に増加し､後者については 220t/年の CO2削減効果が期待される。 

 定性的効果としては、太陽光発電の啓蒙効果、及び系統連系型の大型太陽光発電設備の技術的な知

見が蓄積され、将来の普及促進に繋がること等が期待される。 
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以上のように、本計画を実施することで多大な効果が期待されると同時に、本計画が「ガ」国のエ

ネルギー政策の実現に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資

金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに本計画の実施および実施後の運営・維持管理に

ついても、「ガ」国側の体制は人員・予算計画とも十分で問題はないと考えられる。 
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対象サイトの現状 

  

対象サイト：野口記念医学研究所 

座標：北緯 5°33’ 00”、西経 0°12’ 00” 

太陽光モジュール据付け予定地 

野口記念医学研究所 本館の南東の空き地。 
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発電電力量表示盤取付け候補箇所 

野口記念医学研究所 本館の正面玄関ホール。 

パワーコンディショナー設置予定箇所 

パワーコンディショナーを収納する建屋を太陽光パネル

の近くに設置する計画である。 

 

 

 

既存の電気設備の様子（配電盤） 

低圧（415V）の配電盤。 

既存の電気設備との接続予定箇所 

低圧（415V）母線へ太陽光システムを接続する。 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

ガーナ共和国（以下「ガ」国と称す）では、1990 年代半ばまではボルタ湖（人造湖）の豊富

な水源を利用した水力発電により、国内の電力供給並びにコートジボワール及びトーゴなど近

隣国への電力輸出を行っていた。しかしながら、近年は国内電力需要の増加に伴い水力発電の

みでは必要な電力供給を賄えず、不足する電力については、火力発電所の建設を推進するほか、

コートジボワールからの国際連系線を介した電力融通で補っている。更に、最近では気候変動

の影響により渇水が頻繁に発生し、主要電源であるアコソンボ水力発電所の発電量が低下して

きている。図 1-1 に「ガ」国の発電電力量に占める水力と火力の比率の推移を示す。このため

「ガ」国では、エネルギー源の多様化、再生可能エネルギーの導入促進を政策目標として掲げ、

エネルギー供給事情の改善と環境負荷の軽減を両立すべく、政策の実現に向けて努力している ガーナ国発電電力量に占める水力と火力の割合
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［出所］Ghana Energy Commission (2009) “Energy Statistics 2000-2008 Ghana” 

図 1-1 「ガ」国の発電電力量における水力と火力の比率 

2006 年に策定された戦略的国家エネルギー計画（SNEP：Strategic National Energy Plan 

2006-2020）では、2020 年までに発電設備容量に占める再生可能エネルギーの割合を 10%にする

ことを目標とし、バイオマス、風力、太陽光、小水力等の再生可能エネルギーの導入が進めら

れている。「ガ」国では、従来から地方未電化地域の電化を目的として、配電系統に連系されな

い小規模な独立型太陽光発電設備の導入が進められてきたが、系統に連系された大規模な太陽

光発電システムは未だ導入されていない。2006 年時点で「ガ」国に導入された太陽光発電設備

の容量は 853kW である。 

「ガ」国では、近年の経済成長と上述の水力発電量の低下により、年々CO2 排出量が増加し

ている。図 1-2 に「ガ」国における CO2 排出量の推移を示すが、2007 年の CO2 排出量は 1990
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年の 2.32 倍となっている。CO2排出量の年平均増加率は、1990～1995 年の 5 年間では 4.1％/年

であったが、2000～2007 年の 7 年間では 8.4％/年に増加している。 
ガーナCO2排出量推移
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［出所］International Energy Agency (2009) “CO2 Emissions from Fuel Combustion” 

図 1-2 「ガ」国における CO2排出量の推移 

 

1-1-2 開発計画 

(1) 貧困削減戦略書（PRSP：Poverty Reduction Strategy Paper） 

「ガ」国は世銀、IMF の指導の下、2001 年に貧困削減戦略書（PRSP）の策定に着手し、2003

年 2 月に 2003～2005 年の 3 年間を対象とした貧困削減戦略書（「ガ」国では「GPRS：Ghana 

Poverty Reduction Strategy」と称す）を公表した。2005 年 11 月には、貧困削減を主な目標と

していた GPRS（2003～2005 年）を改訂し、より成長志向の強い GPRS-Ⅱ（対象期間 2006～

2009 年）が策定された。GPRS-Ⅱでは、2015 年までに中所得国の仲間入りをすることを経済

成長の目標として掲げており、経済成長を促す政策の実施が、富の創出、ひいては持続的な

貧困削減に寄与するとの方針のもと、下記の 3 つの優先課題を設定している｡ 

① 民間部門の競争力強化 

② 人的資源開発と基礎サービスの改善 

③ 行政能力及び社会的能力の強化 

エネルギーセクターに関しては、① 安定した品質の高いエネルギー供給を確保すること、

② エネルギー産業への民間参入を促進すること、及び③ 再生可能エネルギーの導入促進に

よりエネルギー源の多様化を図ること、が政策目標として示されている 

 



1-3 

(2) 国家エネルギー政策（案） 

「ガ」国の経済政策の目標である「国民一人当たり GDP 1,000 米ドル」を達成するために

必要なエネルギー供給を実現するため、エネルギー省は新たな国家エネルギー政策（NEP：

National Energy Policy）の草案を 2009 年 11 月に取り纏め、閣議に付議している。NEP では、

電力セクターに関して、発電設備容量を現状の 2,000 MW から 2015 年までに 5,000MW に増

強すること、電化率（電気へのアクセス）を現状の 60%から 2020 年までに 100%とすること

を目標としている。再生可能エネルギーについては、全エネルギー供給に占める再生可能エ

ネルギーの割合を高めること、再生可能エネルギーの効率向上や有効利用を進めることが目

標として定められている。 

「ガ」国では、2007 年に「Jubilee Field」と呼ばれる鉱区で原油と天然ガスが発見され、約

8 億バレルの可採埋蔵量、約 30 億バレルのポテンシャルが確認されている。2012 年には、「ガ」

国は石油の純輸出国になることを目指しており、更なる油田、ガス田の開発を推進すること

が NEP で示されている。 

(3) 戦略的国家エネルギー計画（SNEP：Strategic National Energy Plan） 

電力供給の大半を水力発電に依存する「ガ」国では、1997、98 年の渇水による電力不足の

教訓を踏まえ、1998 年にエネルギー委員会（EC：Energy Commission） がエネルギーセクタ

ーの長期計画の作成に着手し、デンマークの支援を得て 2006 年 7 月に「戦略的国家エネルギ

ー計画」（SNEP）を策定した。SNEP は 2006～2020 年を対象とした長期計画であり、以下の

目標を掲げている。 

 

 
戦略的国家エネルギー計画の目標 

 
  

① 安定したエネルギー供給による経済活動の活性化及び経済成長の促進 

② 既存のエネルギー施設の統合、改良、拡張 

③ 未電化地域の貧困削減のための近代的エネルギーへのアクセス改善 

④ エネルギー供給源の多様化による、将来のエネルギーセキュリティーの確保 

⑤ 再生可能エネルギーと省エネルギー技術の開発・利用促進 

⑥ エネルギー基盤整備と供給における民間事業者の参入促進 

⑦ エネルギーの生産、供給、利用における環境へのインパクトの削減 

⑧ エネルギー分野の組織、人材、研究開発能力の強化 

⑨ エネルギー分野の統治機能の強化 

⑩ 西アフリカ諸国の経済統合の一部としてエネルギー分野の統合の継続・促進 

 

再生可能エネルギーに関しては、2020 年までに再生可能エネルギーが発電設備容量に占め

る割合、及び全エネルギー供給に占める割合をいずれも 10%とすることを目標として掲げて

いる。表 1-1 にエネルギーの種類別に定められた、再生可能エネルギーの導入目標（発電分

野）を示す。 
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表 1-1 SNEPにおける再生可能エネルギー導入目標（発電分野） 

   ［単位：MW］ 

目標年次 

ｴﾈﾙｷﾞｰ種別 
2006-2008 2009-2012 2013-2015 2016-2020 

バイオマス、太陽光、小水力発電 5 7 10 25 

風力発電 100 200 200 200 

固形産業廃棄物発電 0 0 80 140 

産廃処分場消化ガス発電 0 1 4 15 

［出所］Energy Commission Ghana (2006.7) “Strategic National Energy Plan 2006-2020, Annex II of IV” 

 

(4) 再生可能エネルギー法（案） 

「ガ」国では、再生可能エネルギーの有効活用と利用促進を目的とした「再生可能エネル

ギー法案」（Renewable Energy Bill）が 2010 年 3 月に作成され、閣議の承認を経て施行される

見通しである。同法案では、再生可能エネルギーの品質維持と普及促進に係る制度的枠組み

として、以下の制度を設けることとしている。 

① 再生可能エネルギー機器の製造、販売、据付、運転維持管理、電力の販売に係るライ

センス制度 

② フィードインタリフ制度（再生可能エネルギーによる電力買取料金の設定、電力会社

に対する再生可能エネルギー起源の電力の買取義務） 

③ 再生可能エネルギー基金（Renewable Energy Fund）の設立 

 

1-1-3 社会経済状況 

「ガ」国はアフリカ大陸の西部に位置し、人口約 2,390 万人（2008 年、UNFPA）、国民一人当

たり GNI が 670 米ドル（2008 年、世界銀行）である。「ガ」国の経済は農業・鉱業に依存する

典型的な一次産品依存型経済であり、主要輸出品もカカオ、金及び木材が上位 3 位を占めてお

り、国際市況及び天候に影響を受けやすい環境にある。1970 年代後半から 1980 年代前半にか

けて経済的困難に直面したため、世銀の支援により 1983 年より構造調整を通じた経済再建に取

り組んだ。この結果、1980 年代後半から平均 5％の GDP 成長率を達成し、サブ・サハラ・アフ

リカにおける構造調整の優等生として評価された。しかし、1990 年代に入り、金やカカオの国

際価格の低迷や主要輸入品である原油価格の高騰等により経済が悪化してきたため、2001 年 3

月に拡大 HIPC（重債務貧困国）イニシアティブ適用による債務救済申請を行い、緊縮財政を基

本とした経済の立て直しに着手した。その後は健全な財政運営を基本政策としており、2007 年

には約 6％の経済成長率を達成するまでに回復している。2009 年には世界的な金融危機、景気

後退の影響により、実質 GDP 成長率は 4.5％に低下している。表 1-2 に「ガ」国の主な経済指

標を示す。 
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表 1-2 「ガ」国の主な経済指標 

実績 予測

2006年 2007年 2008年 2009年

名目GDP（10
9
ｶﾞｰﾅｾﾃﾞｨ） 11.7 14.0 17.6 21.6

実質GDP成長率（％） 6.4 5.7 7.3 4.5

国民一人当たりGDP(US$) 594 683 739 638

人口（百万人） 21.42 21.97 22.53 23.11
［出所］ International Monetary Fund (2009.10) "World Economic Outlook Database"

             International Monetary Fund (2009.6) "Article-IV Staff Consultation Report" 

［備考］ 1US$＝90.97円、1ｶﾞｰﾅｾﾃﾞｨ＝64.267円

�

推定

 

表 1-3 に「ガ」国の財政収支を示すが、常に収支は赤字の状態であり、年々赤字額が増加す

る傾向にある。また、歳入の約 2 割を諸外国からの援助に依存している。「ガ」国政府は 2007

年にユーロ国債市場に参入、国債を財源の一部としている。 

表 1-3 「ガ」国の財政収支 

［単位：百万ガーナセディ］

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
歳入 2,394 2,826 3,192 4,508 5,623

税収 1,786 2,130 2,465 3,313 4,299

非税収 114 185 92 338 503

贈与 494 510 635 857 821

歳出 2,623 2,989 4,009 5,701 8,012

経常支出 1,628 1,822 2,560 3,684 5,252

設備投資 808 973 1,145 1,630 2,481

HIPC
1*関連支出 187 195 179 203 185

MDRI
2*関連支出 0 0 125 184 94

財政収支 -229 -164 -818 -1,193 -2,389 
［出所］ガーナ国財務経済開発省ホームページ

［備考］1* HIPC：Heavily Indebted Poor Country

     2* MDRI：Multilateral Debt Relief Initiative

     1ｶﾞｰﾅｾﾃﾞｨ＝64.267円

�

 

表 1-4 に「ガ」国の貿易収支を示す。主な輸出産品は金とカカオであり、これらで全輸出額

の約 7 割を占めている。輸入に関しては、石油関連が最も多く、全輸入額の約 2 割を占める。

貿易収支は常に赤字であり、毎年の貿易赤字額は輸出額に匹敵する金額となっている。2011 年

には原油の生産、輸出が開始される見通しであり、当面の原油輸出額は石油の輸入額と相殺す

るレベルとなる見込みである。 
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表 1-4 「ガ」国の貿易収支 

［単位：百万US$］

予測
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

輸出 2,803 3,728 4,172 5,270 5,786

カカオ 908 1,187 1,133 1,487 1,976

金 946 1,277 1,734 2,246 2,471

その他 949 1,264 1,306 1,536 1,339

石油 0 0 0 0 0

輸入 5,347 6,754 8,066 10,268 9,299

石油以外 4,218 5,108 5,971 7,912 7,346

石油 1,129 1,646 2,095 2,357 1,953

貿易収支 -2,544 -3,026 -3,894 -4,998 -3,513 
［出所］ International Monetary Fund (2009.6) "Article-IV Staff Consultation Report"

［備考］ 1US$＝90.97円

実績 推定
�

 

 

1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

2008 年 1 月、福田総理大臣（当時）はダボス会議で発表した「クールアース推進構想」の中

で、温室効果ガス排出削減と経済成長を両立させ、気候の安定化に貢献しようとする開発途上

国に対する支援として、5 年間で、累計 1 兆 2,500 億円程度（おおむね 100 億ドル程度）の新た

な資金を活用した「クールアース・パートナーシップ」を開発途上国との間で構築する旨表明

した。クールアース・パートナーシップにおいては、気候変動に脆弱な途上国（アフリカ、島

嶼国など）が地球温暖化に『適応』するための支援（適応策支援）、近代的なエネルギー・サー

ビスを享受できない途上国（アフリカなど）がクリーンエネルギーを活用しながら経済発展を

するための支援（クリーンエネルギーアクセス支援）、温室効果ガスの排出低減により気候変動

を『緩和』するための支援（緩和策支援）を途上国に対して行うこととしている。この取り組

みの一環として、2008 年度に「環境プログラム無償資金協力事業」が導入された。 

その後誕生した鳩山政権においては、2009 年 9 月 22 日に開催された「国連気候変動首脳会合」

において鳩山総理大臣が演説を行い、「2020 年までに 1990 年比で 25％の削減を目指す」という

我が国の温室効果ガス削減目標を示すとともに、地球温暖化に対する途上国支援の四つ原則（鳩

山イニシアティブ）を提案、これまでと同等以上に資金的、技術的な支援を行う用意がある旨

表明した。これを受けて日本政府は、国連演説での鳩山総理の提案を具体化した「鳩山イニシ

アティブ」を 2009 年 12 月に公表、従前のクールアース・パートナーシップを再編した新たな

資金援助の枠組みを構築し、2012 年末までの 3 年間で官民合わせて約 1 兆 7,500 億円（概ね 150

億ドル）規模の支援を実施することを約束した。 

上述の我が国の政策を受けて JICA では、再生可能エネルギーを含むクリーンエネルギーに係

る日本の先進的な技術を積極的に活用することが方針として定められ、中でも我が国として極

めて優位性の高い太陽光発電技術の国際協力事業への活用が求められることとなった。 

以上の背景から、外務省によりクールアース・パートナー国を対象として太陽光発電等を活

用した環境プログラム無償のニーズ調査が実施された。その結果、要請のあった「ガ」国を対
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象に、太陽光を活用したクリーンエネルギー導入に係る協力準備調査が実施されることとなっ

た。 

「ガ」国から要請されたプロジェクトの概要は、ガーナ大学野口記念医学研究所（以下、野

口研）を対象とした、出力 315kWp の系統連系型太陽光発電システムの調達及び据付である。 

 

1-3 我が国の援助動向 

我が国から「ガ」国への政府開発援助では、基礎的生活分野を中心として「ガ」国の貧困削

減努力に対する支援及び地域格差の解決に関するイニシアティブ支援を基本的政策として実施

している。 

電力セクターへの援助も、全国平均で 55％～60%と低い電化率に起因する住環境の悪化や生

産性の低下を改善する目的を中心として行われてきた。 

特に都心部では約 77%の国民が電気を利用することが出来るが、60％弱の国民が生活する地

方部では電気の使用率は 17％にしか過ぎない。この様な電力供給力不足から住民がエネルギー

源を薪に依存するため森林破壊が進むという環境への影響も懸念されており、さらに都会と農

村との生活基盤の格差により都市への人口流入が進み、農村の空洞化とともに、都市のスラム

化を引き起こす要因となっている。 

この様な状況を改善するため、「ガ」国エネルギー省は 1989 年に国家電化構想(National 

Electrification Scheme: NES)を制定し、2001 年には第 2 次 NES として自立電化計画(Self-Help 

Electrification Program) を制定実施している。この結果 3000 以上の地域社会が電化され、NES

制定時の電気使用率 30％以下が、55～60%に上昇している。 

こうした「ガ」国の電化政策に呼応するかたちで、我が国は 1989 年度から 2008 年度にかけ

て、5 次に亘る無償資金協力による地方電化計画を支援した。 

「ガ」国政府は現在第 3 次の電化計画を開始している。ECG が総ての新しい地域へグリッド

を延伸するという地方電化政策に替えて、グリッドベースの電化と共存し、お互いに補完しあ

うオフグリッドの代替案も採用することを計画している。更にグリッドの延伸されていない地

域に対する再生可能エネルギーによる代替案の普及推進を望んでいる。これは革新的な信用機

関機構を通した、消費者への安い価格の太陽光照明設備の提供と小エネルギー事業環境の向上

である。 

この第 3 次電化計画に基き、我が国は２回に亘る技術協力を行い、「ガ」国において貧困者が

多く生活している北部 3 州を対象として、太陽光を利用した地方電化計画を中心とした「再生

可能エネルギー利用電化計画ＭＰ調査」と「ガ」国の主要地域の配電設備の拡充と電力品質の

向上を図るためのマスタープラン調査「配電部門マスタープラン策定調査」を実施している。 
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1-3-1 無償資金協力 

過去に「ガ」国電力セクターに対して供与された無償資金協力は、表 1-5 に示すとおりであ

る。 

表 1-5 我が国の無償資金による援助 

実施年度 案 件 名 
供与額 

(単位：億円) 
案 件 概 要 

1989 ～
1990 

第 1 次地方電化計画
(アシャンテ州クマ
シ市～ベクワイ市及
び中央州トクセ市～
セニアベクラ市) 

8.26 億円 

 

アシャンテ州クマシ市～ベクワイ市及び中央州
トクセ市～セニアベクラ市の 33 kV(142km)と 11 

kV(20km)の送配電線（柱上変圧器を含む）及び
415/240 V 配電線の建設と必要な変電所の建設。 

1993 ～
1995 年 

第 2 次地方電化計画
（ボルタ河下流地
域） 

① 10.68 億円 

② 8.08 億円 

ボルタ州及びグレイターアクラ州の電化計画
で、69 kV(40km)送電線、69kV 変電所の建設、
33kV(120km)、配電用変圧器及び工事用車両・工
具の供与、 

1996 ～
1998 

第 3 次地方電化計画
（東部州アセセワ地
区とブロングアハフ
ォ州イエジ地区） 

① 5.07 億円 

② 6.05 億円 

33 kV(142km)と 11 kV(20km)の送配電線（柱上変
圧器を含む）及び 415/240 V 配電線の建設及び維
持管理用機材と通信機材の供与 

2002 ～
2005 年 

第 4 次地方電化計画
（アシャンテ州ニナ
ヒン地区とアマンシ
ウエスト地区） 

① 7.55 億円 

② 3.06 億円 

33 kV(91km)と送電線（柱上変圧器 51 台を含む）
及び 415/240 V 配電線（507km）の建設及び維持
管理用機材、電力量計(5,455 台)、工具の供与 

2007 ～
2008 年 

第 5 次地方電化計画
（東部州西アキム地
区と中央州アッパー
デンチラ地区 

① 6.78 億円 

② 4.01 億円 

33 kV(28.9 km)と 11 kV(119.9 km)の送配電線(柱
上変圧器 62 台を含む）及び 415/240 V(639.2km)

低圧配電線の建設及び維持管理用機材の調達。 

 

 

1-3-2 技術協力 

過去に「ガ」国電力セクターに対して実施された技術協力は、表 1-6 に示すとおりである。 

表 1-6 我が国の援助により実施された開発調査 

実施年度 案 件 名 
供与額 

(単位：億円) 
案 件 概 要 

2005 ～
2006 年 

ガーナ北部再生エネ
ルギー利用地方電化
MP 調査 

 「ガ」国において貧困者が多く生活している北
部 3 州を対象として、再生エネルギー利用によ
る地方電化計画の MP 調査 

2007 ～
2008 年 

ガーナ国配電部門マ
スタープラン策定調
査 

 「ガ」国政府関係者、ガーナ電力会社（ECG）及
びボルタ河電力公社北部電力局(VRA)との協議
と現地調査を通して、配電設備の拡充と電力品
質の向上を図るためのマスタープラン調査。 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

「ガ」国への再生可能エネルギー関連の他ドナーの援助は、過去 2000 年前後は GEF、米国エ

ネルギー省、DANIDA、スペイン政府等が行ってきているが、近年の他ドナーによる援助の内、

最も大きなものは、世界銀行により 2007 年に開始された Ghana Energy Development and Access 
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Project(GEDAP;予算総額 2.15 億 US$)である。この計画は「ガ」国政府の GPRS-II 内に示されて

いる、貧困削減のゴールと MDGs(Millennium Development Goals)の実施を通して、エネルギーセ

クターへのビジョンである「ガーナ総ての（都市部及び地方部）国民、企業、工業、運輸業へ

の信頼性と品質の高いエネルギーの供給を確保する」と言う目的の基に実施されるもので、以

下をその大きな目的とし、実施期限は 2012 年 11 月末である。 

• 「ガ」国の電力供給の信頼性向上と国民の電力へのアクセス向上 

• 京都議定書と国連の気候変動協議の枠組みに基づく、温室効果ガス排出減尐を通した低

炭素経済への移行への支援 

更に本計画は以下の指標によりその進捗状況が図られることとなっている。 

• ECG の技術的、営利的な業績 

• 各家庭の電化率の向上 

• 本計画で設備された再生可能エネルギー機材の寿命を考慮したCO2ガス排出量の減尐量

(Tons)。 

この計画は(a) エネルギーセクターと制度の開発･整備、（b）送電系統の改善整備、(c) 配電系

統の改善整備、(d)電力へのアクセスの拡大、の４つの要素があり、更に再生可能エネルギーに

関連する(d)については①能力開発(Capacity Building)、②既にグリッドがある地方や近郊地域へ

のマーケットの浸透拡大、③既設グリッドの延長･拡大、④小水力、再生可能エネルギー及びバ

イオマス発電等からのミニグリッドの拡大、⑤そしてＰＶシステムの拡大、の 5 つの副項目か

らなっている。 

この計画全体への各ドナーの拠出額は以下の通りである。 

- IDA       90.00 M-US$ 

- Global Environment Facility (GEF)    5.50 

- Borrower/Recipient     12.60 

- African Development Bank (AFDB)    30.00 

- Free-standing Co financing Trust Fund   50.00 

- Global Partnership on Output-based Aid    6.00 

- Borrowing Country’s Financial Intermediaries   9.00 

- Switzerland; Swiss Agency for Dev. & Coop. (SDC) 12.00 

   Total            215.10  

 

本計画の責任者はエネルギー省であり、同省の責任範囲はプロジェクト毎の調整と計画の進

行状況の監視、評価、等である。実施組織は当然 MOE，VRD，ECG から成り立っている。 

IDA の無償資金は都市部及び地方部への送配電設備拡張に必要な投資額の為の資金とされ、

資金調達のシステムと同様にこれら設備の運転・維持管理の精度により計画の継続性が図られ

る。 

ガーナや他国の過去の UNDOP/GEF プロジェクトからの経験に関連して、本計画の再生可能

エネルギーに関して見直しがなされている。UNDOP/GEF プロジェクトで納入されたガーナへ

の SHS システムの出来高払い(fee for service)のモデルはサービス提供者にとって財務的には継
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続性がない。これは運転・維持管理費カバーするには月毎の支払いが低すぎるためである。 

また、最近 DANIDA が援助した PV プロジェクトは計画の初期から地方銀行が計画立案に参

加している。本計画はこの教訓を取り入れ計画の準備段階から地方銀行にも参加を要請してい

る。更にスリランカや中国のプロジェクトから学んだ事項を取り入れている。 

世界銀行は上記計画の他、ＰＶシステムによる電力アクセス向上計画(The Solar PV System to 

increase Access to Electricity Service Project)を援助している。この計画は 10 年又はそれ以上配電

線の接続が期待できない遠方の地域の貧しい家庭へ、低価格の太陽光発電設備により、電力へ

のアクセスの向上を図るものである。この計画は①地方の家庭へ異なる規模の SHS System を据

付からアフターサービスまでを行う民間会社へ、出力ベースでの補助金の援助、②太陽光設備

の市場が初期マーケットであることや政府や地方自治体の技術が取り扱いサービスに不慣れな

ことに対する取り扱いと設備管理に対する補助の実施、③チームリーダー、技術専門家、設備

保全者等からなる銀行による管理チームの監理業務の実施への補助、からなっている。この計

画は現在実施中である。 

表 1-7 に他ドナー･国際機関による援助実績を示す。 
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表 1-7 他ドナー国・国際機関による援助実績（再生可能エネルギー分野） 

実施 

年度 
機関名 案件名 

金額 

(単位：億円) 
概   要 

1999 ～
2002 

① 地球環境ﾌｧｼﾘ
ﾃｨｰ(GEF) 

② 米国ｴﾈﾙｷﾞｰ省 

③ ガーナ政府 

再生可能エネルギーサービ
スプロジェクト(RESPRO) 

① 2.5 億円 

 

② 1.0 億円 

③ 0.5 億円 

オフグリッド地方電化 

* 対象地：Northern State 

* 村落数：13 

* 電化対象：家庭用 1,349 戸
及び 37 公共施設 

1997 ～
1999 

DANIDA Project ガーナに於ける再生可能エ
ネ ル ギ ー 資 源 開 発
(Development of Renewable 

Energy Resources in Ghana) 

24.4 億円 オフグリッド地方電化 

* 14 Renewable energy services 

center- (Battery Charging 

Station の建設 

* Rural Bank (地方銀行)が電
球や蓄電池購入のローンを
提供 

* 5 郡都、74 町村 

1998 ～
2001 

④ スペイン政府 

⑤ ガ ー ナ 政 府
(MME) 

オフグリッドプロジェクト 

（現在はRESPROへ移管さ
れている） 

4.5 億円 オフグリッド地方電化 

* 家庭用 1,923 戸、公共施設
262 施設、用水ポンプ 2 ヶ
所、BCS6 箇所、ミニグリッ
ド 1 ヶ村 

* 合計出力：265kWp 

* 各家庭は設置費用 16 ドル、
毎月使用料 2 ドルを支払う 

* エネルギー省への50kWpの
系統連携型設備を納入 

2008～ 世界銀行 ＰＶシステムによる電力ア
クセス向上計画(The Solar 

PV System to increase Access 

to Electricity Service Project)  

4 億円 * SHS の出力ベースでの民間
会社への補助の実施 

* 運転･維持管理指導に携わ
る民間会社への補助の実施 

* 銀行による管理チームへの
補助の実施 

2007 ～
2012 

世界銀行 Ghana Energy Development 
and Access Project(GEDAP) 

約 14 億円
（ 全 体 の
7%PV 

system） 

* 電力会社の能力向上 

* エネルギー効率の向上 

* エネルギーへのアクセス向
上（地方と都市間のアンバ
ランスの解消） 

* 再生可能エネルギー利用発
電容量の増強 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

本計画の責任機関であるガーナ大学は英国統治時代の 1948 年に設立され、1961 年の法令 79

号（Act 79, 1961）によって独自に学位を授与できる正式な大学として発足した。ガーナ大学は、

「ガ」国の国立大学 6校のうち最も古く規模の大きい大学であり（学生数約 39,000人、2009年）、

2008 年に就任した現学長は前国連事務総長のコフィ・アナン氏である。実施機関である野口記

念医学研究所は同大学に属する研究機関であり、研究施設は我が国の無償資金協力によって

1979 年に建設された。図 2-1 に野口記念医学研究所の組織を示す。2009 年の同研究所の教職員

数は 217 人である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所] 野口記念医学研究所 

図 2-1 野口記念医学研究所の組織 

野口記念医学研究所には維持管理部門があり、実験機器、電気・機械設備、建物、車輌等の

維持管理を行っている。本計画の竣工後、太陽光発電設備の運転･維持管理は、同部門の電気課

及び冷蔵・空調管理課の要員計 4 名が実施する。図 2-2 に野口記念医学研究所の維持管理部門

の組織図を示す。 

 

[出所] 野口記念医学研究所 

図 2-2 野口記念医学研究所 維持管理部門組織図 

維持管理部 

配管課 

(2 名+建築工) 

冷蔵･空調管理課 

(2 名) 

庭園課 

(17 名) 

電気課 

(2 名) 

研究部門 総務・支援部門 

所 長 

細菌学 

ウィルス学 

伝染病学 

寄生虫学 

臨床病理学 

血液学 

実験動物 

電子顕微鏡 

組織病理学 

栄養学 免疫学 

管理部 

財務部 

人事部 

文書部 

維持管理部 

交通部 
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2-1-2 財政・予算 

実施機関である、野口記念医学研究所の財政状況を表 2-1 に示す。主な収入源は政府補助金

であり、収入の 6 割から 7 割を占める。支出のうち最も大きいものは人件費であり、約 50%を

占めている。施設、機材の修理・メンテナンス費としては、毎年 11～17 万セディが支出されて

おり、全支出額の 4～5％を占めている。 

表 2-1 野口記念医学研究所の財政状況 

［単位：ガーナセディ］

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
収入 政府補助金 1,732,266 2,156,244 2,355,264 2,563,883

海外支援プロジェクト 322,225 396,285 511,267 650,234

内部発生利益 94,200 107,277 130,588 175,686

寄付金 8,560 10,267 20,955 15,200

ガーナ教育信託基金 125,156 125,336 400,135 585,870

借り入れ 0 0 0 0

収入計 2,282,407 2,795,409 3,418,209 3,990,873

支出 給与 1,030,775 1,558,233 1,687,227 1,831,883

その他経常支出 955,267 1,066,285 1,256,228 1,474,224

電気代 18,150 20,259 23,868 28,080

発電機運転費 29,613 33,055 38,943 45,000

修理・メンテナンス 112,471 125,541 147,905 169,074

財務経費 288,474 322,000 379,361 428,114

研究消耗品費 106,990 119,424 140,697 166,252

その他 399,569 446,006 525,454 637,704

固定資産 295,365 403,327 456,289 585,870

支出計 2,281,407 3,027,845 3,399,744 3,891,977

収支 1,000 -232,436 18,465 98,896

会計項目

 

［出所］野口記念医学研究所 

［備考］1 ｶﾞｰﾅｾﾃﾞｨ＝64.267 円 

 

2-1-3 技術水準 

2-1-1 に示す通り、野口記念医学研究所では維持管理部を有しており、機械、電気設備の維持

管理を日常的に行っている。電気設備に関しては、415/240V の所内受変電設備及び非常用ディ

ーゼル発電設備の運転・維持管理を実施しており、一般的な電気設備の運転・維持管理に関す

る技術・知識は有している。本計画で設置される太陽光発電設備に係る技術移転を実施すれば、

完成後の運転・維持管理において特段の問題はないと考えられる。 

 

2-1-4 既存施設・機材 

2-1-4-1 既設自家発電設備・所内電力設備の現状 

野口記念医学研究所内（本館並びに附帯建屋）への商用電源供給は、当研究所内の電気室

（Room No. 120）より約 100m 離れた受変電建屋内に収納された 11kV 自立型閉鎖配電盤 （1984

年に製作された東芝製の真空遮断器内蔵配電盤）で分岐され同建屋内に収納された降圧変圧器
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（11kV/433-250V、750kVA、1984 年に製作された東芝製の油入変圧器）で 11kV から 433-250V

に降圧して当研究所内の電気室（Room No. 120）内に設置された 415/240V（3 相 4 線式）閉鎖

配電盤（1978 年に製作された㈱國分電機製作所の配線用遮断器自立盤 6 面）に直埋用鋼帯外装

1kV ケーブルを使用し当 415/240V 閉鎖配電盤内のバス・バーに接続された後に電気室内の切り

替えスイッチ盤（SIEMENS 製の電動式自動・手動切り換えスイッチが収納された自立型配電盤）

に接続されている。11kV 側並びに 433-250V 側の接地は直接接地方式である。 

一方、当研究所内への非常用電源供給は、当研究所内の電気室（Room No. 120）より約 50m

離れた屋外に設置されたパッケージ型ディーゼルエンジン発電機（2006 年に製作されたイタリ

アの STAR POWER 社製の 500kVA、3 相 400V 発電機）から 1kV ケーブルを使用して電気室内

の切り替えスイッチ盤に接続されている。当非常用電源は商用電源が停電の際には自動的に起

動し、商用電源が復旧の際には自動的に停止する様に電圧リレーが当切り替えスイッチ内部に

組み込まれている。当切り替えスイッチ盤は商用電源と非常用電源の電圧を検出して電動式自

動切り替えまたは手動操作によりいずれか片方の電源に切り替えてから当 415/240V 閉鎖配電

盤の受電盤 （銘板：Main Receiving Panel） の配線用遮断器 （MCCB 1,200AF、1,000AT） に

1kV ケーブルで接続されている。 

当 415/240V 閉鎖配電盤内 6 面の構成は、① Main Receiving Panel、② Emergency Power Panel、

③ Lighting Panel、④ Power Panel、⑤ Laboratory Power Panel、⑥ Condenser Panel である。主回

路には三菱電機製の配線用遮断器（MCCB）、分岐回路には三菱電機製の漏電遮断器（ELB）、

零相変流器（ZCT）、漏電リレー（動作電流・動作時間設定リレーにて ELB をトリップさせる）

が盤内に取り付けられている。計測器（電力量計、電力計、力率計、周波数計、電圧計、電流

計）及び MCCB トリップ表示（オレンジ色のランプ）が盤正面に取り付けられている。商用電

源と非常用電源との切り替え用スイッチ盤を 2006 年に設置した際に、当 415/240V 閉鎖配電盤

内のバス・バーを改造している。また、当初は Condenser Panel 内に力率改善用のコンンデンサ

ー（100kVA、3 台）が収納されていたが、P3 動物実研室棟への配電用フィーダーとして改造し

た際に取り去られている。当 415/240V 閉鎖配電盤は設置後 33 年が経過しておりメーカーの図

面が存在していない。また、盤内の改造をした際の図面が残っていない為に現状の盤内配線を

把握することは困難である。 

更に、当研究所内の 2 箇所の建屋内（受変電建屋内及び P3 動物実験棟）には 2 台の非常用

電源設備（受変電建屋内：STAMFORD 社製の 180kVA ディーゼルエンジン発電機、P3 動物実

験棟：1998 年に製作されたイスズ/明電舎製の 200kVA ディーゼルエンジン発電機）があり当

415/240V 閉鎖配電盤からの商用電源供給が停電時及び非常用電源（500kVA）が故障中の際には

自動起動し、それらが復旧した際には自動停止する仕組みになっている。 
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2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

(1) 道路・交通 

アクラ都市圏の人口は 2,200.8 千人（2005 年）と推定され現在も増加傾向にある。市内から

は鉄道、バスがアクラ郊外を結び高速道路も整備されているが、朝の通勤時間帯は市中心部

へのアクセスが集中し交通渋滞が発生する。 

また、市内にあるコトカ国際空港と近郊のテマの港が海外への輸送の窓口となっている。 

(2) 上下水道 

アクラ市への水供給は GWCL（Ghana Water Company Limited）によって Weija と Kpong の

２つのダムから行われており、浄水普及率は全家庭の 98.7％（『ガ』 国全体では 43.5％）に

至る。 

排水に関しては、下水システムが普及しているのはアクラ市でも 15％以下であり、他は水

路等への放流か敷地内処理となっており衛生環境の悪化の原因となっている。 

(3) 電気・通信 

「ガ」国の電力流通設備については、161kＶの基幹系統で送電し、33 kV、11 kV、3 相 4 線

式 433－250 V で配電している。電化地域は人口の約 43％であるが、消費の約 8 割が都市圏と

なっている。2008 年の発電設備容量は 1,981ＭＷで総発電量は 8,324GWh であり、「ガ」国で

は Akosombo と Kpong の２つのダムをはじめとした水力発電が中心で総発電量の 50％以上を

占めている。そのため、渇水となれば発電可能量が減尐し、供給制限が行われることもある。 

「ガ」国の通信事情については、1992 年に開始された携帯電話の普及率は目覚しく、2010

年 1 月では 15,318 千人と国民の約 66.7％が所有するほどになっている。またインターネット

利用者も同様に 2000 年の 30 千人から 2009 年の 997 千人と都市部を中心に拡大している。 
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2-2-2 自然条件 

2-2-2-1 気象条件 

アクラの気候は、雤季と乾季があり、5～7 月が大雤季、8 月が小雤季、9～11 月が小乾季、12

月～4 月が大乾季となっている。1 月前後にはサハラ砂漠の砂を含んだハマターンと呼ばれる風

が吹き寄せ、非常にほこりっぽくなる。 

図 2-3 にアクラの年間降水量（2007 年～2009 年平均）を示す。 
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[出所] Ghana Meteorological Agency 

図 2-3 アクラの年間降水量（2007 年～2009 年平均） 

気温は 1 年を通して暑く、特に大乾季には最高気温 33℃（最低気温は 23℃程度）を記録する

日も見られる。また最も涼しい大雤季の 8月の最高気温は 28℃（最低気温は大乾季と同様で 23℃

程度）である。1 年を通して最高気温の差は 5℃程度である。 

湿度も 1 年を通して高く、1 年平均で 80%弱となっており、最高湿度に関しては年中を通し

て 90%を越える日も多々見られる。 

図 2-4 にアクラの年間気温及び湿度（2007 年～2009 年平均）を示す。 
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[出所] Ghana Meteorological Agency 

図 2-4 アクラの年間気温及び湿度（2007～2009 年平均） 

 

2-2-2-2 日射量、日射条件 

(1) アクラの水平面日射量 

ガーナ国・アクラの日射量は表 2-2 に表示するように３機関の日射量データがある。ガー

ナ国の MOE（Ministry of Energy:出所ガーナ気象庁）、NASA, スイス Meteonorm 社のデータで

ある。MOE から入手したデータはガーナ気象庁が測定した日射量である。表 2-2 はそれぞれ

の機関が発表しているデータであるが、各データに多尐の相違がある。NASA のデータは間

接データであるので、一般的に他国では測定値よりも１０％前後高くなっている。アクラで

も MOE データに比べ 11.7％高くなっている。スイス Meteonorm 社のデータは NASA と比べ

低くなっているが、MOE データより若干高い。MOE の年間平均データは Meteonorm 社とほ

ぼ同一であるが、ハマターンの季節 1 月から 3 月は日射量が砂塵に遮られ尐なくなるが

Meteonorm 社のデータは高い値を示している。また Meteonorm 社のデータでは 3 月の傾斜角

日射量が水平面日射量より小さくなっている。これは論理的に合わない。以上のことから判

断して、MOE の測定データが現地の状況を正しく反映している。簡易的に測定したデータと

合わせて判断すると MOE のデータを採用するのが妥当である。 

表 2-2 水平面日射量 （単位：kWh/m2/day） 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
MOE 4.42 5.05 5.45 5.35 5.43 4.3 4.3 4.29 4.89 5.6 5.47 4.61

NASA 5.78 6.09 5.94 5.72 5.32 4.71 5.2 5.31 5.29 5.64 5.69 5.56
Meteonorm 4.45 5.14 5.58 5.37 5.35 4.4 4.32 4.35 5.07 5.32 5.57 4.52  
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図 2-5 アクラの日射量 

 

(2) 傾斜面日射量 

傾斜面日射量が分かるのは NASA の傾斜面角度 5°と Meteonorm 社の傾斜面角度 5°の日

射量である。Meteonorm 社の水平面、傾斜面年間平均日射量は同一であり、3 月の傾斜面日射

量が水平面より尐ない。簡易実測の結果などから判断して、アクラの傾斜面日射量の計算は

NASA のデータを使用して計算した。MOE の水平面、傾斜面日射量を表 2-3、図 2-6 に示し

た。この傾斜面日射量を使用して太陽光発電量を算定する。太陽電池発電量はパネルの設置

角度、水平面、傾斜角度 5 度でもあまり変化しないが、パネル表面の清掃のため 5 度とする。 

表 2-3 アクラの水平面、傾斜面(5 度)日射量 （単位：kWh/m2/day） 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
MOE水平 4.42 5.05 5.45 5.35 5.43 4.3 4.3 4.29 4.89 5.6 5.47 4.61

5度 4.53 5.11 5.41 5.29 5.41 4.29 4.29 4.26 4.83 5.62 5.59 4.75  
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図 2-6 アクラの水平面、傾斜面日射量 
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2-2-3 環境社会配慮 

(1) 環境影響評価等に係る規制体系 

「ガ」国の環境影響評価規則（Environmental Assessment Regulations, 1999, Legislative 

Instrument (LI) 1652）によれば、電力設備の建設に当り、以下の 5 つのケースのいずれかに該

当する場合は環境影響評価（EIA：Environmental Impact Assessment）の実施が義務付けられて

いる。 

① 汽力発電所の建設 

② ダム及び水力発電所の建設 

③ 国立公園におけるコンバインドサイクル発電所の建設 

④ 原子力発電所の建設 

⑤ 送電線の建設 

本計画では太陽光発電システムの据付であり、上記に 5 ケースに該当しないため、EIA を

実施する必要はないと考えられる。 

しかしながら、「ガ」国環境保全局（EPA：Environmental Protection Agency）を訪問した際、

本計画の実施に先立って EPA から環境上の許可を受ける必要があるとの説明を受けたため、

以下の手続きを行うこととなった。 

1) 野口記念医学研究所が EPA に EIA 登録書を提出する。（2010 年 3 月 24 日提出済み。）登

録・許可に係る手数料は後日 EPA から通知され、野口記念医学研究所が支払う。） 

EIA 登録書に記載すべき主な事項は以下の通りであった。 

・プロジェクト概要 

・予想される環境影響 

2) EPA は、提出されたプロジェクトの情報に基づいて環境影響を審査し、環境上の許可の

ために必要な手続きを決定する。審査結果と今後の手続きを野口記念医学研究所に通知す

る。（2010 年 8 月 11 日付けで、EPA から環境許可(Environmental Permit)が発行された） 

なお､環境許可の有効期限は 18 ヶ月であり、許可の発行から 18 ヶ月以内にプロジェクトが

竣工しない場合には､許可の更新が必要となる。 

 

(2) 予想される環境影響 

本計画は、JICA 環境社会配慮ガイドラインにおいてカテゴリーC に分類されており、環境や

社会への望ましくない影響が最小限、あるいは殆ど無いとされている。本計画の太陽光システ

ムはバッテリーを使用しないシステムを予定しており、廃バッテリー処理に伴う環境への重大

な影響はない。 



2-9 

敷地造成の際に整地作業や、木々の伐採（または移動）と蟻塚の撤去が必要になるが、いず

れも環境影響としては非常に小規模なものである。 

 

2-3 グローバルイシュー等 

本計画は、国連気候変動枠組み条約、京都議定書の目標達成に資するとともに、再生可能エ

ネルギーの導入による地球温暖化ガスの排出削減に寄与することにより、気候変動に対する開

発途上国の緩和策を支援するものである。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  プロジェクトの内容 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位目標とプロジェクト目標 

ガーナ共和国（以下、「ガ」国）では、エネルギーの安定供給とエネルギー安全保障を達成す

るため、多様なエネルギー源の開発を推進することをエネルギー政策の目標として掲げており、

その方策として再生可能エネルギーの導入が進められている。 

同方針を受けて、「ガ」国では再生可能エネルギーの導入目標として、2020 年までに電力供給

における再生可能エネルギーの割合を 10%とすることが定められている。本計画は、「ガ」国に

おける再生可能エネルギー導入の目標達成に資するとともに、「ガ」国政府による気候変動対策

（緩和策）として、太陽光を利用した発電を行うことにより火力発電用燃料の使用量並びに温

室効果ガスの排出量を削減するものである。 

 

3-1-2 プロジェクトの概要 

本計画は、上記目標を達成するために、ガーナ大学附属 野口記念医学研究所（以下、野口研

と称す）に系統連系型の太陽光発電設備を設置するものである。これにより、電力供給におけ

る再生可能エネルギーの割合が高められるとともに、温室効果ガス排出量の削減が期待される。

この中において協力対象事業は、太陽光発電に係る機材の調達及び据付を行うものである。 

 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本計画は、「ガ」国からの要請に基づき、ガーナ大学付属 野口記念医学研究所を対象サイト

として、太陽光発電設備（出力 315 kWp）と関連する変圧器、415 V 遮断器、415 V 配電線、配

電線用資機材の調達・据付を行うものである。同太陽光発電設備は、「ガ」国で最大の規模とな

り、同国では事例の尐ない系統連系型の設備であることから、竣工後の運転・維持管理が問題

なく行えるよう、十分に配慮した設計とする。また、本計画が今後の「ガ」国における系統連

系型太陽光発電設備の普及促進に資するよう、ソフトコンポーネントを活用して運転・維持管

理や系統連系に係る技術移転を行う。 

本計画の太陽光発電設備は、ガーナ電力公社（ECG：Electricity Company of Ghana）がガーナ

大学構内の配電設備を経由して野口研に供給している電力を補うものであり、ECG の配電系統

とガーナ大学側との連系点は 11kV 配電線となるが、「ガ」国には発電設備の系統連系規程が存

在しないことから、日本の連系規程に準じた設計を行う。 
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3-2-1-2 自然環境条件に対する方針 

(1) 温度・湿度条件に対して 

当該地域は、一年を通じて気温は 26℃から 33℃と高温である。本計画で調達される機材の

内、パワーコンディショナー等のように精密機器を搭載する機器類は、本計画で建設される

建屋（パワコンディショナー室）内に設置し、外気温から機器への影響を避けるようにする。

また、建屋の仕様等を計画するに当たっては、機器からの発熱量を考慮し、室温が精密機器

の許容値である 40℃に達しないように室内の冷房・換気設計等を配慮する必要がある。 

(2) 降雨条件に対して 

「ガ」国は雤期時には大量の雤がまとまって降るため、太陽光パネル設置エリアに出来る

だけ外部から雤水が浸入しないよう、パネル設置エリアの周りに雤水排水施設等を設ける計

画とする。（3-2-3 概略設計図参照） 

 

3-2-1-3 社会経済条件に対する方針 

本計画対象サイトは、首都のアクラに位置するガーナ大学の敷地内にある野口研であり、同

大学の出入り口は常時守衛によって管理されている。また、首都のアクラは治安的にも安定し

ていることから太陽光発電設備の設置工事並びに配電ケーブル類の敷設作業には特段の問題は

ない。 

なお、「ガ」国民は約 80%がキリスト教徒であるため、クリスマス時期等の特別な日の付近は

休日が多くなるため工程計画時には考慮を要する。 

 

3-2-1-4 建設事情/調達事情に対する方針 

首都アクラ等の都市では、各種商業施設や事務所ビルなどの大型建設工事が行われ、電気工

事会社を含むこれらの建設工事を扱う総合工事会社が複数社あり、施工事情は良い。しかしな

がら、工事会社の規模は大小さまざまであり、工期、品質の確保については十分に配慮する必

要がある。 

 

3-2-1-5 現地業者の活用に係る方針 

アクラには、外国資本の現地総合建設業者や現地工事会社があるため、「ガ」国内での労働者、

運搬用車両、建設工事機材等の現地調達は比較的容易であり、本計画の建屋建設、基礎工事及

び配電線工事は現地業者への発注が可能である。 

一方、太陽光パネル設置工事や関連する機器類の据付工事を行う技術者や現地業者は「ガ」

国内に存在するものの、本計画相当規模の工事経験はなく、かつ機材据付時並びに据付け後の

調整・試験等には技術レベルの高い技術者を必要とすることから、日本又は第三国から技術者
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を派遣し、品質管理、技術指導及び工程管理を行わせる必要がある。 

 

3-2-1-6 運営・維持管理に対する対応方針 

野口研は、ガーナ大学構内の配電設備を経由して ECG から電力の供給を受けているが、ECG

からの電力供給が停止した場合に備えてディーゼル発電設備を設置している。現在、野口研は

太陽光発電設備を保有しておらず、同研究所の運転・維持管理スタッフには太陽光発電設備の

運転・維持管理に係る経験や系統連系システムの知識がない。従って本計画の中で、太陽光発

電設備の運転・維持管理を担うメンテナンス部門に対し、適切な技術移転を行う必要がある。 

「ガ」国では、家庭用太陽光発電（SHS：Solar Home System）を中心として、未電化農村部

を中心に合計約 1MW の太陽光発電設備が設置されているが、大型の太陽光発電システムの導

入実績は 2 件のみ、即ち、①スペイン政府の援助で 1998 年にエネルギー省（MOE：Ministry of 

Energy）庁舎に設置された 50 kW のシステム（系統連系システムであるが、現在はインバータ

が故障して停止中）及び、②ドイツ政府が 2008 年にエネルギー委員会（EC：Energy Commission）

庁舎の駐車場に設置した 4.5kW の追尾式太陽光発電システムである。この為、「ガ」国のエネル

ギー・電力政策を担っている MOE、EC、並びに ECG のような電力会社であっても、太陽光発

電システムに関わる十分な運転・維持管理技術を保有しているとは言えない。また、発電設備

の系統連系に係る技術基準、規程等も整備されていない。本計画の中で行われる運転、維持管

理の技術移転には MOE、EC、ECG 等の参加を得て、PV
1システム運営委員会（仮称）を設け、

委員会メンバーへ系統連系システムを取り入れた太陽光発電システムの運転・維持管理に関し

て適切な技術移転を行なうと同時に各メンバーの役割を設定し、導入した太陽光発電系統連系

システムが問題なく継続して稼動できるよう計画する。  

更に、本計画で設置される設備は、ECG から供給される系統電力との併用運転となるため、

ソフトコンポーネントにて系統連系運転に係る適切な維持管理マニュアル（逆潮流有りのシス

テムを含む）を供与し、設置された設備が効果的、効率的に運転できるように配慮する。 

 

3-2-1-7 施設、機材等のグレードの設定に係る方針 

上記の諸条件を考慮し、本計画の資機材の調達並びに据え付けの範囲及び技術レベルは、以

下を基本方針として策定する。 

(1) 施設・機材等の範囲に対する方針 

技術的及び経済的に適切な設計とするために、資機材の仕様は可能な限り IEC などの国際

規格に準拠した標準品を採用し、尐品種化とし資機材の互換性を図り、必要最小限の設備構

成、仕様、数量を選定する。 

                                                           
1 PV：Photovoltaic の略で、太陽電池を意味する。 
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(2) 技術レベルに対する方針 

本計画で調達する太陽光発電システムを構成する各機器の仕様は本計画完了後の運転・維

持管理を実施する野口研の運転・維持管理部門の技術レベルを考慮し、複雑な構成や仕様と

ならないよう留意する。 

 

3-2-1-8 工法/調達方法、工期に係る方針 

日本及び第三国から「ガ」国までの調達機材の輸送は、海上輸送が主となる。「ガ」国のテマ

港から本計画対象地である野口研までは、約 30 km と輸送距離が短く、輸送道路状況も良いた

め資機材の輸送には特段の問題はないと思われる。 

本計画対象地となる野口研は、日本の無償資金協力で建設された施設であり、現在も日本か

ら医師等の研究員が常駐して研究にあたっている施設である。特に、動物実験棟は常に電源を

必要としている施設であり換気、衛生面が重要視される設備を有するため、工事にあたっては

同研究所側へ工法の説明を行ったうえで綿密な工程の打ち合わせとともに、太陽光で発電した

電力の既設設備への接続工事にあたっては停電時間を最小限とする方法等の確認が必要となる。 

工期については、本計画実施地域の雤季期間を考慮し、特に、5 月から 7 月の雤量・降雤日が

1 年中で最も多いため、この時期における掘削や埋戻しなどの土工事に係る作業を出来るだけ

避けた工程を策定する必要がある。 

 

3-2-2 基本計画（機材計画） 

3-2-2-1 計画の前提条件 

(1) 対象施設の電力需要 

野口研の本館と附帯建屋には、商用電源及び自家用発電設備（停電時）により電力が供給

されている。 

調査団は、同研究所内の配電電圧、周波数、最大電力及び負荷力率を 2010 年 3 月 16 日か

ら 3 月 26 日の間にデジタルマルチメーターを使用して測定した。平日及び休日における代表

的な負荷曲線を図 3-1 に、測定結果の概要を表 3-1 に示す。平日昼間の最大電力負荷は 400kW

程度であり、休日昼間の最低電力負荷は 150kW 程度であることから、太陽光発電システムが

発電している時間帯の野口研の電力負荷は、150～400kW の範囲であると判断される。商用電

源の停電は調査期間中にほとんど発生しなかった。 
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図 3-1 野口研の日負荷曲線 

 

表 3-1 電力品質及び負荷の測定結果 

項目 測定値 ECG 運用基準 

配電電圧（V） 395～418 400±10% 

周波数（Hz） 49.8～50.5 50±5% 

最大電力（kW) 平日 400 - 

休日 200 - 

負荷力率（%） 実測値：0.90～0.94（※） 

推定値：0.8 程度 

0.9 以上 

（※）力率変換器の誤動作により負荷力率の測定値は 0.90～0.94 であるが、 

実際の負荷力率は 0.8 程度と推定される。 

以上の測定結果より、同研究所内の 415/240V 配電設備容量（変圧器容量 750kVA）に対し

て最大電力は 400kW（力率を 0.8 として 500kVA）となり配電設備には余裕がある。 

ECG 運用基準と比べて配電電圧並びに周波数は規定値内であるが負荷力率が逸脱している

のは 415V 側に力率改善用のコンデンサーが無い為である。 

野口研の土曜・日曜日の電力負荷は平日の 40％～50％程度に減尐する。太陽光発電容量は

315kWp であり、測定した日射量をもとに太陽光発電の出力が野口研の電力負荷を上回る可能

性を以下の通り検討した。 

1) 測定日射量 

測定場所：野口研構内 

測定日：2010 年 3 月 19 日（金）晴れ、雲あり。 

測定器具：簡易日射計 
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表 3-2 野口研における水平、傾斜面日射量 
測定面 時間 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 日量計

水平面 Wh/m
2 327.5 354.0 447.5 607.0 249.5 817.5 850.5 868.5 890.5 893.0 831.5 645.0 652.5 501.0 474.5 136.5 87.5 162.5 99.5 19.5 9,916

南傾斜5度 Wh/m
2 305.0 397.0 477.5 667.0 250.5 871.5 905.5 912.5 918.5 936.0 856.0 646.0 697.5 531.0 490.0 151.0 94.5 182.5 94.5 23.0 10,407  
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図 3-2 日射量測定結果（2010年 3月 19日） 

アクラにおける水平面日射量の月平均値は、4～6 kWh/m
2
/日であり、2010 年 3 月 19 日の測

定値は 9.9 kWh/m
2
/日であることから、同日は晴天で日射が良好であったと想定される。 

2) 電力負荷と太陽光発電出力 

3 月 19 日の日射量測定値を使用して太陽光による発電出力を計算し、野口研の電力負荷と

太陽光発電出力を比較した。その結果を表 3-3、3-4 及び図 3-3、3-4 に示す。 

表 3-3 野口研の電力負荷と発電量バランス（土曜日） 
時間 単位 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

負荷3/20(土) kW 161.9 141.9 149.9 171.2 161.9 178.4 193.1 176.2 204.4 184.7 172.5 161.4 199.1 176.6 165.8 167.3 173.7 160.5 162.0 175.5

発電出力 kW 64.1 83.5 100.3 140.2 52.6 183.2 190.3 191.7 192.9 196.7 179.9 135.8 146.5 111.5 103.0 31.7 19.8 38.3 19.8 48.8

余剰電力 kW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 15.5 0.0 12.0 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

0

50

100

150

200

250

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

時間

k
W

負荷3/20(土)

発電出力

余剰電力

 

図 3-3 野口研の電力負荷と発電量バランス（土曜日） 
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表 3-4 野口研の電力負荷と発電量バランス（日曜日） 
時間 単位 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

負荷3/21(日) kW 124.3 130.4 134.6 135.7 166.4 169.2 156.1 177.2 173.3 176.6 176.6 168.3 168.1 193.4 206.5 202.1 228.5 184.1 182.7 181.7

発電出力 kW 64.1 83.5 100.3 140.2 52.6 183.2 190.3 191.7 192.9 196.7 179.9 135.8 146.5 111.5 103.0 31.7 19.8 38.3 19.8 48.8

余剰電力 kW 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 14.0 34.2 14.5 19.6 20.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
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図 3-4 野口研の電力負荷と発電量バランス（日曜日） 

以上の検討結果により、野口研の電力負荷が減尐する土・日曜日には、太陽光発電出力が

電力負荷を上回る時間帯があり、最大で 35kW 程度の余剰電力が発生する可能性がある。こ

の場合、野口研で発生する太陽光の余剰電力は、ガーナ大学構内の配電系統を通じて同大学

に供給される。ガーナ大学は ECG の配電網から 11kV で受電し、野口研を含む構内の各施設

に配電を行っているが、同大学の契約電力は 5,000kVA 程度であり、太陽光発電容量及び余剰

電力の規模と比べて十分に大きいため、余剰電力は大学内で消費され ECG の配電系統への逆

潮流が発生することはない。 

 

(2) 系統連系に係る制度及び技術検討 

1) 系統連系に係る法制度・規制 

自家発電、系統連系に係わる｢ガ｣国の法制度は現在のところ配電規程（Grid Code）のみで

あり、自家発電電力を第 3 者に販売する場合は免許が必要であることを決めている。逆潮流

に関する規制、技術的基準は現在のところ存在しない。本計画の PV 連系システムは導入に際

して規制を受けないことを MOE で確認した。 

再生可能エネルギーによる電力系統連系に関する法制度、規制も存在しない。「ガ」国の「再

生可能エネルギー法（RE Bill）」はエネルギー委員会が 2009 年に作成し、2010 年 3 月,に内閣

へ提出している。 

RE Bill は、再生可能エネルギーの開発と利用の促進、エネルギーの安全保障のための多様

化、再生可能エネルギーを活用した電化促進、規制の作成などを目的としている。そのおも
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な内容は以下の通りである。 

① 再生可能エネルギービジネスを経営するための免許制 

再生可能エネルギービジネス設立申請者は委員会へ申請用紙を提出する。委員会は申請

書にもとづき技術データ、国家安全、公衆安全、食料安全、健康、環境面から検討し許認

可を決定する。免許は生産、運送、貯蔵、販売、建設・修理の５分野に分かれている。 

（注：委員会とは Energy Commission Act 1997(Act541)セクション４で決められた委任会を指す。） 

② Feed in Tariff 

再生可能エネルギーで生産された電力を販売するためこの制度を制定する。その内容は

再生可能エネルギーの購買義務、Feed in Tariff 価額、系統連系に関する事項である。 

a 電力会社は再生可能エネルギーで発電された電力を決められた割合で購入しなければな

らない。 

b PURC(Public Utilities Regulatory Commission)はエネルギー委員会と共同で①項の割合を決

める。 

c 電力会社は PURC が買い取り価額を決めるまで Feed in tariff 価額を決めてはならない。 

③ 系統連系に係る送配電線の改修 

a 再生可能エネルギー（RE） 電力生産会社から系統連系の要請があったとき、電力会社は

連系を可能にするため適切な価額で、可能な限り早く送配電システムを改修する。 

b 改修に必要な費用は送配電会社とRE 電力供給会社が 50：50 で負担する。 

④ ガーナ再生可能エネルギーファンド（GREEN Fund） 

再生可能エネルギーの使用と開発を促進するために設立する。 

a ファンドは Feed in Tariff、投資補助、再生可能エネルギー 研究開発、RE 利用のための基

準作成、RE 生産設備、遠隔地のミニグリッド、オフグリッドシステム、電力以外の RE

開発などに使用される。使用方法は委員会が決める。 

b 財源は外国からのグラント、個人、国際組織からの寄付、特別基金、Feed in Tariff, 国会

で決めた予算、などで賄う。 

⑤ 違反・罰則 

この法律に違反した場合の罰則も決められている。 

⑥ ガイドライン 

委員会は RE 事業実施のためのガイドラインを決め発表する。 

⑦ 規則 

MOE はエネルギー委員会の提言により、下記のような規制を作成する。 

a バイオ燃料による発電所建設、運転、メンテナンス、設備設置の基準を作成する。 

b RE 開発、利用のための基準を作成する。 

c RE 利用のための技術基準を作成する。 
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d バイオ燃料、薪燃料の管理と規制など。 

2) 電力品質の検討 

太陽光発電設備に系統連系システムを導入する際に検討すべき項目は「フリッカ現象」と

「高調波」が考えられるが、MOE、エネルギー委員会からの聞取調査の結果、「ガ」国には

ECG 供給規則（Electricity Supply and Distribution : Technical and Operational Rule 2005）により、

電圧については 11kV 以下の配電線では±10％の変動を、1 分以内であれば±15％の変動を認

めており、また、周波数は±5％以内の変動に、力率は 0.9 以上にするように定められている。

しかしそれ以外の「フリッカ現象」「高調波」等に関しては基準がないこと、また、ガーナ大

学近くには大きな工場、建設現場がないことから負荷側から高調波電流が生じる恐れは無い。

本計画で整備される太陽光発電設備においては、我が国の電気共同研究報告書（第 46 巻第 2

号 電力系統における高潮波とその対策）に基づき、パワーコンディショナー本体の高潮波流

出電流を総合電流歪率 5％、各次電流歪率 3%以下とすることで、高潮波については日本と同

等の電力品質が確保される。フリッカの基準としては、日本では電気共同研究(第 20 巻第８

号)でΔV10≦0.45V としているほか、IEC では IEC 61000-4-15 にフリッカの基準が定められて

おり、これらの基準を満足するものとする。 

3) 連系点近傍における電圧上昇の検討 

太陽光発電設備が配電系統に連系されて逆潮流を行う場合、連系点付近において電圧上昇

が発生するが、電圧の上昇幅が電力会社の管理基準を逸脱することがないよう、配慮する必

要がある。ここでの検討は、ガーナ大学が電力供給を受ける ECG の M 変電所から太陽光発

電設備の連系点までの配電線を対象とし、ガーナ大学構内において連系点に最も近い負荷の

受電電圧が管理基準範囲を逸脱しないことを確認する。検討に際し、電線仕様および対象配

電線における軽負荷時の負荷等のデータが必要となる。しかしながら、ガーナ大学構内の電

力負荷に関するデータは管理されておらず、軽負荷時における検討は困難である。そのため、

ここではより厳しい条件である全負荷を切り離した状態、すなわち無負荷の配電線へ系統連

系 PV システムから逆潮流された状態において、直近の負荷の受電電圧が管理基準範囲の上限

値を超過しないかを確認した。M 変電所の二次側母線を無限大母線として、配電線送出電圧

11kV をベースに検討を行った。 

野口研はガーナ大学構内の負荷の一つであり、11kV 配電線によりガーナ大学の受電設備を

経由して電力供給されており、M 変電所～野口記念医学研究所間の距離は約 3.0km である。

この 11kV 配電線は、断面積 95mm sq の 3 Core の CV ケーブルである。このケーブルの線路

定数については、「ガ」国と同様に英国規格のケーブルを使用する近隣国で入手した仕様書に

示される数値を適用した。また、「ガ」国では、ECG の供給規則（Electricity Supply and 

Distribution：Technical and Operational Rule 2005）において、11kV 以下の配電線については、

電圧は基準電圧の±10％以内に管理することが定められている。表 3-5 に示す検討結果より、

無負荷の配電線へ系統連系 PV システムから逆潮流されても、直近負荷の受電電圧の上昇は

0.59V 程度であり、管理基準上限値 264V 以内に収まっていることから、問題ないと判断でき

る。 
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表 3-5 連系点および直近の一般低圧需要家における配電線電圧値の検討結果 

M 変電所－ 

野口研の距離 

送出 

電圧 
線種 R [Ω/km] 

PV からの 

逆潮流 

電流値 

高圧の上昇 

電圧値 

直近の 

一般低圧需要家の 

受電電圧 

3.0km 11kV 
CV, 3 Core,  

95mm sq 
0.248 21.0A 27.0V 240.59V 

出所：JICA 調査団 

 

4) 系統連系型太陽光発電の導入可能量 

野口研へ電力を供給しているのは ECG であるが、ECG は発電会社である VRA (Volta River 

Authority)から電力の供給を受けている。「ガ」国の送電規程（Grid Code、Art 12.22）によれば、

送配電系統運用者は、系統の周波数を 49.8Hz から 50.2Hz（50±0.2Hz）の間に保つことを目

標として運用しており、再生可能エネルギーの導入がこのような系統周波数の運用の妨げに

なってはならない。 

「ガ」国ではコンバインドサイクル発電機が運用されているが、通常、火力発電機の周波

数低下許容限度は-1.5Hz 程度でありこれを下回るとタービン動翼の共振周波数に近付き、連

続運転が不可能となる。ECG の供給規程では周波数の運用範囲を 50Hz±5%（50Hz±2.5Hz）

としているが、火力機の周波数低下に係る運用制限を考えれば ECG の供給規則で許容されて

いる周波数変動幅は現実的ではなく、またデジタルマルチメーターによる実測値でも ECG の

供給電力の周波数変動は 49.8～50.5Hz（-0.4%～+1%）の範囲にとどまっている。以上のこと

から、太陽光発電導入可能量の検討に用いる系統周波数運用範囲は、系統運用規程（Grid Code）

の数値（±0.2）を採用することとした。 

発電設備が事故等によって系統から脱落した場合、電力の需要と供給のバランスが崩れる

ため周波数が低下するが、その関係は次式によって表される。 

100
P

P

K

1
  F 

Δ
＝－Δ  

ここで、ΔF：系統の周波数変化（Hz） 

    ΔP：当該発電機の出力又は負荷（MW） 

    P：系統の総合負荷（MW） 

    K：系統定数（KG＋KL）（％MW/0.1Hz） 

    KG：発電機の周波数特性（％MW/0.1Hz） 

    KL：系統の周波数特性（％MW/0.1Hz） 

太陽光発電設備は天候の変化により発電出力が急減する場合があるが、このような場合で

あっても系統周波数が 50±0.2Hz の範囲となるよう発電出力の低下を抑制する、即ち系統に

連系する太陽光発電設備の容量を制限する必要がある。「ガ」国の系統定数（K）は不明であ

るが、一般的に K の値は 0.85～1.4％MW/0.1Hz の範囲にあり、統計的に 1％MW/0.1Hz 前後が



3-11 

最も多い2。このため、「ガ」国の系統定数を 1％MW/0.1Hz と想定し、太陽光発電導入可能量

を検討する。系統周波数の変化をΔF とする太陽光発電の導入可能容量（ΔP）は、以下の式

で表される。 

100

PKF
 P

Δ
＝－Δ  

ここで、ΔF＝-0.2Hz 

    P＝1,500MW（2010 年の「ガ」国の最大電力） 

    K＝1.0％MW/0.1Hz 

とすれば、ΔP＝30MW となり、現状において導入可能な系統連系型太陽光発電設備の容量は

30MW 程度と判断される。現在、「ガ」国で系統に連系されている太陽光発電設備の容量は

54.5 kWp のみであり、本計画で 315 kWp の太陽光発電設備が連系されても上記の導入可能量

を大きく下回っており、「ガ」国の電力系統への問題は生じない。 

5) 系統連系に係る技術要件の検討 

上述の通り、「ガ」国には発電設備の系統連系に係る技術基準や規程が存在しないことから、

日本の系統連系規程に従い、太陽光発電設備の系統連系に必要となる技術要件を検討する。

本計画では、太陽光発電設備が接続される配電系統の電圧は 415V（低圧）であるが、ガーナ

大学が ECG から受電する電圧は 11kV であることから、日本の高圧連系規程（6.6kV）を適用

する。 

高圧配電線との連系においては、発電設備もしくは配電系統の異常時に、自動的に発電設

備を系統から解列するための保護装置を設置することが求められている。また、配電用変電

所の遮断器が配電系統の地絡を検出して開放され一定時間の後に再閉路を行う際に、系統に

連系された発電機が運転を継続していた場合には、遮断器の非同期投入が発生する恐れがあ

ることから、線路無電圧確認装置の設置も義務付けられている。 

表 3-6 には、発電設備の高圧連系において設置が求められる保護継電器を示す。本計画で

は系統への逆潮流は発生しないが、系統連系規程では「逆潮流無し」の場合であっても「逆

潮流有り」の条件で保護装置設置することが認められており、本件では「逆潮流有り」の条

件で検討を行う。表 3-6 に示す通り、地絡過電圧継電器以外の保護継電器は、直流を交流に

変換するパワーコンディショナー自体の保護装置で代用することが可能である。系統側で発

生する地絡に対する保護については、「ガ」国の 11kV 配電系統は有効接地系であるため、地

絡過電圧継電器により地絡を検出し、発電機を解列する。 

線路無電圧確認装置については、二方式以上の単独運転検出機能を有し、それぞれが別の

遮断器により連系を遮断する場合には省略が可能である。本計画で採用するパワーコンディ

ショナーはこの条件を満足することから、線路無電圧確認装置についても省略が可能である。 

                                                           
2 日本の電力会社においては、負荷周波数制御（LFC: Load Frequency Control）に用いる系統定数の設定値として、

9 社中 7 社が 1％MW/0.1Hz を採用している。（電気学会（2002.3）「電力系統における常時及び緊急時の負荷周

波数制御」、電気学会技術報告 第 869 号） 
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表 3-6 異常時に発電設備等を解列するための装置（高圧配電線との連系時） 

逆変換装 

置の有無 

逆潮流 

の有無 

系統連系規程で設置が 

必要な保護継電器 
本計画での対応 

有り 

有り 

(※1) 

過電圧継電器（※3） パワーコンディショナーの保護装置で検出・保護 

不足電圧継電器（※3）（※4） 同 上 

地絡過電圧継電器（※5） 地絡過電圧継電器で検出・保護 

周波数上昇継電器（※6） パワーコンディショナーの保護装置で検出・保護 

周波数低下継電器 同 上 

転送遮断器又は単独運転検出

装置（※7） 

パワーコンディショナーの単独運転検出機能で

検出・保護 

無し 

(※2) 

過電圧継電器（※3）  

不足電圧継電器（※3）（※4） 

地絡過電圧継電器（※5） 

逆電力継電器（※8） 

周波数低下継電器 

※1：逆潮流がある場合であっても、発電設備等を連系する配電用変電所の配電用変圧器においては、常に逆向きの潮流

が生じないようにすること。 

※2：逆潮流が無い場合であっても、逆潮流有りの条件で、異常時に発電設備等を解列するための装置を設置することが

できる。 

※3：発電設備自体の保護装置により検出・保護できる場合は省略可。 

※4：発電設備等故障（発電電圧異常低下）検出用の不足電圧継電器と共用可。 

※5：構内低圧線に連系する場合であって、発電設備等の出力容量が受電電力の容量に比べて極めて小さく単独運転検出

装置等により高速に単独運転を検出し、発電設備等を停止又は解列する場合は省略可。 

※6：専用線と連系する場合は、省略可。 

※7：単独運転検出装置は、能動的方式 1 方式以上を含むものであって、次の全ての条件をみたすもの。 

(イ) 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し、必要な時間内に確実に検出することができること。 

(ロ) 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。 

(ハ) 能動信号は、系統への影響が実態上問題とならないものであること 

※8：構内低圧線に連系する場合であって、発電設備等の出力容量が受電電力容量に比べて極めて小さく（5％程度以下）、

受動的方式及び能動的方式のそれぞれ 1 方式以上を含む単独運転検出装置等により高速に単独運転を検出し、発電

設備等を停止又は解列する場合は、省略可。 

［出所］系統連系規程 JEAC 9701-2006 

 

(3) 主要機材の仕様選定に係る前提条件 

主要機材の仕様選定にかかわる前提事項は、各機器の適合性、ガーナの自然環境、電力事

情、設置スペースなどが考慮され決められる。 

1) 太陽電池モジュール 

① 野口記念研究所の太陽電池モジュール 

太陽電池モジュールの種類は表 3-7 に示すようにシリコン系、化合物系半導体、有機系

太陽電池に分けられる。 
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表 3-7 太陽電池の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所] 資源エネルギー庁 

シリコン系は結晶シリコン、薄膜シリコンに分けられる。結晶シリコンは単結晶、多結

晶シリコンがあり現在多く使用されている太陽電池である。結晶シリコンは変換効率も 14

～15％あり耐候性もよく、最も歴史のある太陽電池である。薄膜シリコン太陽電池はアモ

ルファスと多接合型太陽電池があり、表に示すように材料が尐量で量産できるメリットが

あるが変換効率が落ちる。化合物系は多くの化合物半導体があるが現在、主に CIS 系太陽

電池、GaAs 太陽電池が使用されている。CIS 又は CIGS はほぼ同じものである。CIS は銅、

インジューム、セレン、の化合物であり、CIGS は CIS にガリュームが加わった半導体で

ある。CIS 系太陽電池は昨年度(2009 年)より、日本で量産され一般家庭で使用され始めた。

GaAs 太陽電池は人工衛星で使用されている太陽電池で、広い範囲の太陽波長を吸収し発

電する。変換効率が良いが価額が高いため一般には使用されていない。有機系太陽電池は

現在注目されている太陽電池であるが、発電効率、耐久性向上など、現在研究中である。

将来は安価に製造でき極めて有望な太陽電池である。 

② 本計画で採用する太陽電池モジュール 

アクラは北緯 5 度にあり、1 年が雤期と乾季に分かれ、雤季には激しいスコール、乾季

にはサハラ砂漠よりの砂塵が舞い、年間最大平均気温・湿度はそれぞれ 31.3℃・90％とい

う自然環境下にある。自然環境は極めて苛酷でると考えて良い。モジュールの仕様選定の

前提条件は、歴史があり、信頼性、耐久性があり、変換効率がよく過酷な自然条件に耐え
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うるモジュールとする。更に、ガーナ大学の将来的な土地利用の制約とならないよう、パ

ネル設置面積はできる限り小さくすることが望ましい。以上の条件を考慮し、本計画では

表 3-8 に示す仕様を選定した。 

表 3-8 モジュール仕様 

仕 様 条  件 

製造国 日本製（全部品を日本製とする） 

モジュールタイプ シリコンの単結晶、多結晶または結晶系シリコンとアモルフ

ァスのタンデムタイプ 

参考技術標準 IEC 又は同等以上 

モジュール出力 180W 以上、210W 以下、 

測定条件（AM：1.5、気温：25℃、日射量：1000W/m
2） 

合計出力 315kW 以上 

モジュール変換効率 12％以上 

モジュール重量 モジュール１枚の重量：15kg ～20kg  

サイズ メーカー仕様による 

 

2) 接続箱、集電箱 

ガーナの自然環境は苛酷である。雤季、乾季に分かれ、雤季には猛烈なスコールがあり、

乾季はサハラ砂漠からの砂嵐がある。特にサハラ砂漠からの微細な砂は建物、接続箱、集電

箱などの隙間から侵入する。接続箱、集電箱は屋外に設置するため、この風雤、砂塵から防

御する必要がある。保護クラスは過酷な環境、高温度、高湿度、砂塵、スコールなどから接

続箱、集電箱を守るため IP44 以上にする。機器の詳細な仕様は 3-2-2-3 項「機材計画」で記

載する。 

3) パワーコンディショナー 

パワーコンディショナーは屋内に設置され、風雤から守られるが、サハラの微細な砂塵は

建物内へ入り機器に悪影響を与える可能性がある。保護クラスは自然環境から機器を守るた

め、IP20 以上とする。機器の詳細な仕様は 3-2-2-3 項「機材計画」で記載する。 

4) 変圧器 

変圧器はパワーコンディショナーで変換した交流電力を配電系統電圧に合わせるために昇

圧または降圧する。変圧器はパワーコンディショナー室に設置される。系統側の電圧変動に

合わせるため、出力端子を 5 段階電圧に分ける。 

5) 表示装置 

表示装置は太陽光発電装置の稼動状況を液晶盤に表示し、野口研を訪れる多くの人に太陽

光発電を認識してもらう目的で設置する。表示装置は「ガ」国民の日本製品の認識増加に寄

与される、かかる目的のために表示用液晶盤は日本製が望ましい。機器の詳細な仕様は 3-2-2-3
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項「機材計画」で記載する。 

 

3-2-2-2 全体計画 

本計画の施設、資機材の規模、仕様は、下記条件にて計画することとする。 

(1) 気象条件及びサイト条件 

表 3-9 気象条件及びサイト条件 

(a) 海 抜 67.4 m 

(b) 周囲温度 （最大）*1 33.0 ˚C 

(c) 周囲温度 （最低）*1 23.2 ˚C 

(d) 相対湿度 最大*1 83 % 

(e) 月間最多降雤量*1 395.3 mm 

(h) 最大風速 48 knots 

(i) 粉 塵 考慮する 

［出所］*1 Ghana Meteorological Agency 

(2) 電気方式の条件 

① 配電電圧 ：3 相 4 線式 415 V 

② 周波数  ：50 Hz 

③ 接地系  ：直接接地式 

④ 接地抵抗 ：10 Ω以下 

⑤ 色 別  ：IEC 規格（赤、白、青、黒） 

(3) 施設計画の条件 

本計画対象サイトの敷地は、野口研に隣接するガーナ大学の敷地となり、同大学の了解を

得て使用する敷地である。同敷地は起伏にとみ高低差のある斜面であり、かつ敷地内に雤水

排水路が有るため本計画の PV パネル設置に適した場所はある程度限られている。このため雤

水排水路の付け替え等を行ってパネルを配置する計画とする。このような敷地状況下である

ためパネルの配置については出来る限り日陰とならないようパネル間隔を考慮して配置し、

新設支持架台は発電量を確保できるようパネルの向きを調整できる角度調整機能付きとして

必要最小限の支持架台を計画する。パネル配置に際しては支持架台及び基礎計画時に風荷重

による吹き上げ力にも安全な方策をとる計画とする。 

本計画対象敷地内には本計画で必要となる変圧器、パワーコンディショナーなどの電気機

器を収容する既設建屋がないので、新たに同敷地内にパワーコンディショナー室（平屋建て

5.0 m × 11.0 m 程度）の建設を計画する。 

新設するパワーコンディショナー室については、外気温が 1 年を通じ高温であることから
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外からの熱を出来るだけ遮断できる構造とするため屋根材には合板材を用い、室内天上張り

を行い屋根からの熱の影響を極力緩和できるよう計画する。 

新設のパワーコンディショナー室内に変圧器を設置して、野口研で使用している電圧に変

換して、既設非常用発電建屋の電気室内設置されている 415 V 遮断器盤まで 415 V ケーブル

を直接埋設で敷設し、既設遮断器盤の母線に接続して電力を供給する計画とする。なお、接

続に必要な資機材、及び工事は全て日本側の負担とする。 

 

3-2-2-3 機材計画 

(1) 施設計画の条件 

太陽電池（315 kW）は野口研本館の南東側にあるフェンスの外側の敷地、約 6,100ｍ2の土

地に設置される。土地は南東向き斜面の荒れた土地であるため基礎工事を入念にする必要が

ある。パネルは設置工事を考えて分割し、工事スペースを考える。パワーコンディショナー

は南北と東西の構内道路が交差した南東側角に設置する。出力側の 415V（3 相 4 線式）配線

は道路下を経て約 300ｍ離れた研究所本館裏（西側）にある既存の電気室へ導入する。夜間は

人通りも尐なくなるので敷地外周に街灯を設ける（3-2-3 概略設計図参照）。 

(2) 機材概略仕様 

本計画では日本側が調達・据付する太陽光発電設備の機材については IEC 規格を基準とし、

同等の基準・規格を適用する。また PV 連系システム建設の設備・機材の選定に当たっては据

付期間の短縮を図るため、使用品目の統一及び標準設計モデルを採用する。基本計画の概要、

並びに機材の概略仕様を以下に示す。メーカーによりシステムが異なるので接続箱、集電箱、

パワーコンディショナーの数は表 3-10 に示す限りではない。 

本計画では、配電系統側の停電時には太陽光発電設備を停止し、自家発電機との並列運転

は行わないこととする。これは日射量に左右され、出力が安定しない太陽光発電の電力に自

家用発電設備のガバナーが追従することは難しく、発電機側設備へ損傷を与える恐れが考え

られるためである。本計画では、配電系統からの受電と自家発電機からの受電を切り替える

チェンジオーバースイッチの位置を検出し、パワーコンディショナーに信号を送ることで、

停電時に自家発電機が起動した場合にパワーコンディショナーが自動始動するのを防止する。 



3-17 

表 3-10 基本計画の概要 

資

機

材

調

達

と

据

付

工

事 

下記太陽光発電資機材の調達及び据付 数量 

太陽光発電モジュール 315 kW 

太陽光発電モジュール用設置架台 1 式 

接続箱（メーカーにより数量は変動する） 1 式 

集電箱（メーカーにより数量は変動する） 4 個以上 

パワーコンディショナー 4 台 

昇圧用変圧器 1 台 

表示装置 1 式 

計装装置 1 式 

配線材料 1 式 

接地工事材料 1 式 

資

機

材

調

達

計

画 

太陽光発電設備用交換部品、保守道工具及び

試験器具 
1 式 

 

表 3-11 太陽光発電モジュールの仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

1. 太陽光発電モジュ
ール 

(1) 適用規格 IEC 及び同等規格 

(2) 使用環境 熱帯環境 

(3) 年間最高平均気温 +31.3℃ 

(4) 設置方式 地上設置方式 

(5) 種類 単結晶又は多結晶シリコンもしくは結晶系シリコ

ンとアモルファスのタンデムタイプ 

(6) モジュール効率 12%以上 

(7) モジュール容量 パネル 1 枚当り 180W 以上～210W 以下 

 

表 3-12 太陽光モジュール設置用架台の仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

2. 太陽光発電モジュ

ール設置用架台 

(1) 支持形式 鉄骨架台 

(2) 使用環境 砂塵地域 

(3) 材質 SS400 または SPHC に溶融亜鉛めっき仕上げ、も

しくは同等品質 
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表 3-13 接続箱の仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

3. 接続箱 (1) 構造 屋外 壁掛け式 

(2) 使用環境 熱帯、砂塵地域 

(3) 周囲温湿度 +40℃以下、85%以下 

(4) 最大入力電圧 ストリング単位公称開放電圧(VOC)以上 

(5) 入力回路数 サブアレイ単位並列数以上 

(6) 入力電流 1 回路当りモジュール公称短絡電流(ISC)以上 

(7) 出力回路数 1 回路 

(8) 出力電流 サブアレイ公称短絡電流(ISC)以上 

(9) 内蔵機器 ・配線用遮断器：回路数 

・逆流防止ダイオード：ストリング毎 

・誘導雷保護器：全入出力回路、線間、アース間 

 

表 3-14 集電箱の仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

4. 集電箱 

 

(1) 構造 屋外 壁掛け式 

(2) 使用環境 熱帯、砂塵地域 

(3) 周囲温湿度 +40℃以下、85%以下 

(4) 最大入力電圧 ストリング単位公称開放電圧(VOC)以上 

(5) 入力回路数 集約される接続箱数以上 

(6) 入力電流 接続箱出力電流以上 

(7) 出力回路数 1 回路 

(8) 出力電流 サブアレイ公称短絡電流×入力回路数以上 

(9) 内蔵機器 ・配線用遮断器：回路数 

・誘導雷保護器：全入出力回路、線間、アース間 

 

表 3-15 パワーコンディショナーの仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

5. パワーコンディ

ショナー 

(1) 構造 屋内 地上設置垂直自立型 

(2) 周囲温湿度 +40℃以下、85%以下 

(3) 主回路方式 自励式電圧型 

(4) ｽｲｯﾁﾝｸﾞ方式 高周波 PWM 

(5) 絶縁方式 商用周波絶縁トランス方式 

(6) 冷却方式 強制空冷 

(7) 定格入力電圧 太陽電池モジュールの仕様に応じて規定 

（ストリング最大出力電圧(Vpmax)付近） 

(8) 入力動作電圧範囲 太陽電池モジュールの仕様に応じて規定 

（ストリング最大出力電圧(Vpmax)と公称開放電
圧(Voc)の範囲） 
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機器名 仕様項目 要求仕様 

(9) 入力回路数 集電箱数以上 

(10) 出力電気方式 3φ3W 又は 3φ4W 

(11) 定格出力電圧 AC202V 又は AC420V 

(12) 定格周波数 50Hz 

(13) 交流出力電流歪率 総合電流 5%以下、各次調波 3%以下 

(14) 電力制御方式 最大出力追従制御 

(15) 定格電力変換効率 90%以上 

(16) 制御機能 ・自動起動・停止、ソフトスタート 

・自動電圧調整 

・入出力過電流調整 

・出力調整 

(17) 系統連系保護機能 ・過電圧(OVR)：0～＋15％の幅で設定可能 

・不足電圧(UVR)：0～－15％の幅で設定可能 

・周波数上昇(OFR)：50～52.0Hz の幅で設定可能 

・周波数低下(UFR)：48.0～50Hz の幅で設定可能 

すべて整定値、時限可変とする。 

(18) 単独運転検出機能 ・能動型（次の中から１方式以上） 

①周波数シフト方式 

②有効電力変動方式 

③無効電力変動方式 

④負荷変動方式 

・受動型（次の中から１方式以上） 

①電力位相跳躍検出 

②第 3 次高調波電圧急増検出方式 

③周波数変化率検出方式 

 

表 3-16 変圧器盤の仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

6. 連系用変圧器盤 (1) 構造 屋内、垂直自立型、乾式変圧器 

(2) 周囲温湿度 +40℃以下、85%以上 

(3) 一次電圧 パワーコンディショナーの出力電圧とする 

（3φ4W AC420V 又は 3φ3W AC200V） 

(4) 二次電圧 3φ4W  AC415V（系統電圧） 

(5) 容量 500kVA 

(6) 周波数 50 Hz 

(7) 絶縁階級 B 種 

 

表 3-17 計装装置の仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

7. 計装装置 

 

(1) 日射計 

1) 適用規格 

2) 感度 

 
ISO9060 Second class 相当 

例（6～8μV/（kW･m-2）） 

(2) 気温計 

1) 種類 

2) 形状 

3) 使用温度範囲 

 
測温抵抗体 Pt100Ω 4 線式 

簡易シェルター付 

-40℃～＋60℃ 
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機器名 仕様項目 要求仕様 

(3) 気象変換箱  

1) 構造 

2) 材質 

3) 入力信号 

4) 出力信号 

5) 電源 

6) 収納機器 

 

 
屋外壁掛型 

SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 粉体塗装 

日射計（0-10mV）、気温計（Pt100Ω） 

4-20mA×2 

AC240V  

日射計用信号変換器、気温計用信号変換器 

配線用遮断器、誘導雷保護器 

(4) 計測監視装置（サイト側） 

1) データ計測方式 

・測定周期 

・データ収集項目 

 
2) 使用機器 

 
 

3) ソフト仕様（サーバー側） 

パワーコンディショナー室に設置 
 
6 秒 

傾斜面日射強度、気温、発電電力 

計測監視装置 

シリアル信号変換器（RS485→RS232C 変換） 

無停電電源装置（瞬停対策用） 

計測監視装置箱 

瞬時値表示、グラフ・帳票表示 

(5) 遠隔監視システム 

1) 仕様 

・データダウンロード 

 

野口研本館電気室内に設置 

パワーコンディショナー運転状態、障害情報表示 

パワーコンディショナー保護装置設定情報保存 

サイト側データをデータロガーへ送信、データ蓄積 

帳票データのダウンロードと帳票・グラフの表示と
印刷 

 

表 3-18 電線材料の仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

8. 配線材料     

(1) モジュール～接続箱間 

 

 

 

(1) 適用規格 

(2) 型式 

 

 

(3) サイズ 

 

 

IEC, JIS 及び同等規格 

① HEM－CE ｹｰﾌﾞﾙ片端 （+）ｺﾈｸﾀ付き 

② HEM－CE ｹｰﾌﾞﾙ片端 （-）ｺﾈｸﾀ付き 

③ HEM－CE ｹｰﾌﾞﾙ両端 （+）（-）ｺﾈｸﾀ付き 

① 3.5sq-1C  

② 3.5sq-1C  

③ 3.5sq-1C  

(2) 接続箱～集電箱間 

 

 

(1) 適用規格 

(2) 型式 

(3) サイズ 

IEC, JIS 及び同等規格 

600V CVD  

22mm
2
 

(3) 集電箱～パワーコンディ
ショナー間 

 

(1) 適用規格 

(2) 型式 

(3) サイズ 

IEC, JIS 及び同等規格 

600V CV-1c  

150mm
2 

 

(4) パワーコンディショナー
～変圧器間 

 

(1) 適用規格 

(2) 型式 

(3) サイズ 

IEC, JIS 及び同等規格 

600V  CV-3c 

325mm
2
 

(5) 変圧器～既設分電盤 

 

 

 

(1) 適用規格 

(2) 型式 

(3) サイズ 

(4) その他 

IEC, JIS 及び同等規格 

600V CV-3c  

325mm
2
 

ターミナル、ボルトナット、終端端末材料 

(6) 電気室～気象変換箱 

(通信ケーブル) 

 

(1) 適用規格 

(2) 型式 

(3) サイズ 

IEC, JIS 及び同等規格 

4C  

1.25mm 

(7) 接地工事材料 

 

 

 

(1) 適用規格 

(2) 型式 

(3) サイズ 

(4) その他 

IEC, JIS 及び同等規格 

600V IV  

8mm
2
 

接地棒 10mm×1m 
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表 3-19 400V連系用遮断器盤の仕様 

機器名 仕様項目 要求仕様 

9. 400V 連系用遮断器盤 (1)  構造 

(2)  定格電圧 

(3)  定格電流 

(4)  LIWV 

屋内自立型 MCCB 

600V 以上 

400AF/400AT 以上 

75kV 以上 
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3-2-3 概略設計図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 太陽光発電システム計画図
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G

G

Generator Room Electrical
Room

P3 Laboratory,
Animal Building,

Incinerator

NMIMR
RMU

11kV/433-250V
750kVA
50Hz
Dyn11

415V/175-105V
75kVA
50Hz
Dyn11

200kVA
415/240V
3Phase 4Wire
50Hz

500kVA
          V
Phase  Wire
50Hz

180kVA
          V
Phase  Wire
50Hz

from TS-1/1 Substation

Laboratory
Power
Panel

Lighting
Panel

Emergency
Power
Panel

Power
Panel

B C E D F

Connection Point
to Existing System

MCCB
4P
400AF
400AT (50kA)

MCCB
4P
800AF
800AT(50kA)MCCB

4P
800AF
700AT(50kA)

MCCB
3P
225AF
150AT(50kA)

MCCB
4P
225AF
225AT(50kA)

MCCB
4P
1200AF
1000AT (50kA)

Photovoltaic Generation System: 315 kWp

Power 
Conditioners

Collecting 
Boxes

Junction 
Boxes

DE

DE

DE

Outside 　　　　　　Outline of PV System

             太陽光発電システム構成図

NMIMR
Main Building

Display Board

Transducer Insolation

Temperature

Data Logger

Power Conditioner Room

Wh

Low Voltage 
Power Supply

Indoor Lighting

Outdoor Lighting

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

PV Modules

OVGR

 
図 3-6 太陽光発電システム構成図 
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図 3-7 既設電気室内ケーブル敷設計画図 
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図 3-8 ディスプレイボード配置計画図
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図 3-9 パワーコンディショナー室建築計画図 



 

 

3
-2

7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 太陽光パネル基礎・架台計画図 
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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本計画は、我が国の環境プログラム無償資金協力のスキームに基づき実施される。本計画は

日本政府により事業実施の承認がなされ、両国政府による交換公文(E/N)並びに贈与契約（G/A）

が取り交わされた後に実施に移る。調達代理機関は日本政府により、「ガ」国側へ推薦され、ガ

ーナ大学（University of Ghana）を主管官庁、野口記念医学研究所（Noguchi Memorial Institute for 

Medical Research）を実施機関とする受任者として本体契約（入札、資機材調達）が適正且つ円

滑に履行されるように本計画の本体業務を管理する。 

(1) 事業実施主体 

本計画の無償資金協力に係る交換公文・贈与契約（以下 E/N・G/A）締結後、「ガ」国政府

は、実施設計・施工監理コンサルタント及び調達業者の選定・契約を調達代理機関に委託す

る。また、実施設計・施工監理コンサルタント及び調達業者は、調達代理機関と契約を締結

し、それぞれの業務を実施する。 

(2) 主管官庁 

本計画の主管官庁は、ガーナ大学である。 

(3) 実施機関 

本計画の実施機関は、野口記念医学研究所である。本計画は環境プログラム無償資金協力

案件として、「ガ」国政府側の主管官庁であるガーナ大学と日本の調達代理機関が締結する調

達代理契約に基づいて実施される。 

上記の他に、本計画に係る「ガ」国の主な関係機関は以下の通りであり、実施段階では各機

関との十分な情報共有、調整が必要である。各機関との調整に当たっては、野口研のメンテナ

ンス部が窓口として対応することとなる。 

- エネルギー省（Ministry of Energy : MOE） 

- エネルギー委員会（Energy Commission） 

- ガーナ大学（University of Ghana） 

なお、「ガ」国政府側の主な関係省庁・機関と日本政府は、各々の代表からなる政府間協議会

を設置し、国レベルで確認を要する事項の協議を実施する。さらに、野口研及び調達代理機関

でワーキンググループを設置し、進捗確認、技術的確認事項などの協議を実施する。 

以下に本計画の実施体制を示す。 

 



 

3-29 

監理

ガーナ国政府

日本国政府

JICA本部

在ガーナ
日本国大使館

JICAガーナ事務所

調達代理機関

E/N

ワーキング・
グループ

実施促進

施工会社

本邦コンサルタント
（詳細設計/調達・施工監理/
ソフトコンポーネント）

施工契約 コンサルタント契約
（詳細設計/調達・施工監理/

ソフトコンポーネント）

政府間
協議会

野口記念医学研究所

エネルギー省

調達業者

調達契約

監理

G/A

調達

ガーナ大学

施工

エネルギー委員会

 

図 3-11 実施体制 

(4) 調達代理機関 

1) 実施内容 

機材調達に係る入札図書は、調達代理機関が作成し、本プロジェクトのそれぞれの入札管

理業務手続及び調達業務が開始される。調達代理機関は、日本政府により「ガ」国側に推薦

され、実施責任機関の受任者として本体契約のコンポーネントが適正、且つ、円滑に実施さ

れるように総合的な監理を実施・履行する。 

入札業務管理として、代理機関契約、銀行手続き及び入札図書のうち業者契約に係る書類

の作成、並びに、入札図書配布と入札・評価及び調達業者契約業務などを行う。 

また、工事管理業務は、本邦調達代理機関から派遣された統括者が、支払い業務を含めた

資金管理や、残預金が発生した場合の使途計画を含め、実施内容の確認、両国政府への進捗

報告、「ガ」国側との協議・調整・報告を随時実施する。 

2) 実施体制 

・入札業務管理期間 

調達代理機関は入札に係る図書の取りまとめ、機材仕様書の確認及び入札業者・企業の評

価を実施するが、「ガ」国の機材調達における競争入札などにより、入札業務が煩雑となるこ
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とが予想されるため、補助要員として現地人を雇用する。また、入札図書の内容に係る技術

的な質疑応答や、入札業者の技術プロポーザル部分を適性に評価する必要があることから、

本邦コンサルタントが技術部分の補助を行う。 

・工事管理期間 

調達代理機関は、施工期間中の統括的な管理を行うが、本邦コンサルタント主導による施

工監理の下、調達代理機関の管理は要所の確認のみ実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12 調達代理機関管理体制 

(5) 施工監理・調達監理コンサルタント 

技術コンサルタントとして、調達代理機関が選定したコンサルタントが、施工監理・調達

監理コンサルタントとして工事の施工監理及び調達監理を実施する。このコンサルタントが、

施設建設の施工品質・工程・安全等の監理及び調達機材における品質・機能・性能・員数の

確認、輸送中における外観上の損傷等の確認を行う。なお、確認事項に異常が認められた場

合、速やかに報告書を作成し、関係者にて対処協議を行うこととする。また、施工監理を担

当するコンサルタントは施設施工業者の出来高を評価する。 

(6) 施設施工業者・機材調達業者 

入札により調達代理機関に選定された同上業者は、調達代理機関との契約書に基づき内容

を良く把握し、これを遅延無く確実に履行しなければならない。 

 

機材調達監理担当 

《統括管理者》 

会計 事務員 

調達代理機関監理体制 

コンサルタント 
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3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) ｢ガ｣国の建設事情 

「ガ」国では建設工事に携わる作業員（労務者）の確保は可能であるが、工程、品質、安

全管理等の専門技術を持った熟練作業員や技術者は尐ない。従って、日本の請負業者は必要

に応じて日本又は第三国から技術者又は熟練作業員を「ガ」国へ派遣する必要がある。 

一方、「ガ」国において本件規模の太陽光発電システムの据付工事事例はなく、かつ機材据

付時並びに据付け後の調整・試験等には、技術レベルの高い技術者を必要とすることから、

労務者以外の現地業者の活用は困難である。そのため、本計画の据付工事に当たって、日本

の請負業者は現地業者から労働者、据付工事機材等の調達を行い、日本又は第三国から技術

者を派遣することが望ましい。また、当該据付期間に日本又第三国の技術者によって、｢ガ｣

国技術者に OJT を実施し技術移転を図るものとする。 

(2) 施工計画上の留意点 

1) 「ガ」国では 5 月から 7 月が雤期にあたり降雤量が多いため、掘削作業及び高圧ケーブ

ルの端末処理作業については雤期の時期を避けて実施するよう施工計画を策定する必

要がある。 

2) 既設設備との接続工事に当たっては、停電時間が最小限となるよう施工計画を策定する

必要がある。 

3) 埋設ケーブルの掘削に際しては、既設下水配管及び電話線に十分注意して作業をすると

共に、電話線の拡張工事等との工事時期が重ならないような工程を立案する必要がある。 

(3) 現地資機材の活用について 

「ガ」国では、太陽光発電モジュールを設置する架台の基礎工事に使用する骨材、セメン

ト、鉄筋等は、品質・納期に対する管理並びに指導が必要であるが、現地調達が可能である。

このため、施工計画の策定に当たっては、可能な限り、現地で調達可能な資機材を採用する

こととする。 

(4) 安全対策について 

本計画対象地域は、ガーナ大学構内、及び野口記念医学研究所内であることから治安上の

問題が尐ないが、資機材の盗難防止及び工事関係者の安全確保等には十分留意する必要があ

る。このため、「ガ」国側による安全対策上必要な措置を講じることは必須であるが、日本側

工事としても、警備員を配置する等の安全対策を考慮する。 

(5) 免税措置について 

本計画で調達する資機材に関する通関及び関税の免税を受けるためには、事前に請負業者

から野口記念医学研究所の担当部門経由で財務経済計画省（Ministry of Finance and Economic 

Planning）に連絡することが必要である。これにより、関税、内国税が免税となるが、これは
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事前還付方式ではなく、「ガ」国実施機関による税負担が発生しない完全免税方式となること

が確認された。 

(6) 輸送について 

通常、「ガ」国への海上輸送資機材については、国際港であるテマ港から荷揚げすることに

なる、同港にて通関手続きを行うことになる。同港から内陸輸送のための輸送会社は数社あ

り、過去に無償資金協力案件でも実績が有ることから内陸輸送には問題はない。日本国から

の調達機材の輸送には、長期間の海上輸送、港の荷揚げ、本計画地までの内陸輸送並びに保

管に充分耐え得る梱包方法を採用する。 

 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

本環境プログラム無償資金協力の実施において、我が国と「ガ」国側の詳細な施工負担区分

は、表 3-20 に示すとおりである。 

表 3-20 ｢ガ｣国側の施工負担区分 

No. 項目 日本 
「ガ」

国 
備考 

1 機材据付予定地の確保  ○  

2 機材据付予定地の整地工事・障害物撤去移設工事  ○  

3 敷地内塀・門扉の設置工事 ○   

4 施設建設工事並びに機材据付 ○  
施設建設工事に伴う仮設工事含

む 

5 電気工事    

(1) 電気工事    

 a) 建屋内配電工事（照明設備、コンセント等） ○   

 b) 敷地内外灯工事 ○   

 c) 受電盤設置 ○   

(2) 対象敷地内排水工事（雤水） ○   

6 B/A に基づく銀行口座の開設手数料  ○  

7 輸送・通関手続き及び諸税の取扱い    

(1) 
調達機材に関係する製品の非援助国（「ガ」国）まで

の海上輸送（空輸）の責任 
○   

(2) 「ガ」国積み下し港における税負担と通関手続き  ○  

(3) 
「ガ」国積み下ろし港から、国内のサイトまでの調達

機材等の輸送 
○   

(4) 
建設資機材調達に係る「ガ」国内付加価値税の免税措

置/税負担 
 ○  

8 施設及び調達機材の運営維持管理に関する OJT ○  
「ガ」国側は OJT を受講する要

員を選任する 

9 施設及び調達機材の運営維持管理  ○  

10 無償援助に含まれないその他の費用  ○  

注: ○は施工負担を示す。 
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3-2-4-4 施工監理／調達監理計画 

我が国の環境プログラム無償資金協力のスキームに基づき、コンサルタントは概略設計の趣

旨を踏まえ、実施設計業務・施工監理業務について一貫したプロジェクトチームを編成し、円

滑な業務実施を図る。コンサルタントは施工監理段階において、本計画対象サイトに最低限 1

人の技術者を常駐させ、工程管理、品質管理、出来形管理及び安全管理を実施する。更に、必

要に応じて、国内で製作される資機材の工場検査及び出荷前検査に国内の専門家が立会い、資

機材の現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理を行う。 

(1) 施工監理の基本方針 

コンサルタントは、本工事が所定の工期内に完成するよう工事の進捗を監理し、契約書に

示された品質、出来形及び資機材の納期を確保すると共に、現場での工事が安全に実施され

るように、請負業者を監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な施工監理上の留意点を示す。 

(2) 工程監理 

請負業者が契約書に示された納期を守るために、契約時に計画した実施工程、及びその実

際の進捗状況との比較を各月または各週に行い、工程遅延が予測されるときは、請負業者に

対し注意を促すと共に、その対策案の提出と実施を求め、契約工期内に工事及び資機材の納

入が完了する様に指導を行う。計画工程と進捗状況の比較は主として以下の項目による。 

① 工事出来高確認（資機材工場製作出来高及び土木工事現場出来高） 

② 資機材搬入実績確認（開閉設備、配電資機材及び土木工事資機材） 

③ 仮設工事及び建設機械準備状況の確認 

④ 技術者、技能工、労務者等の歩掛と実数の確認 

(3) 品質、出来形管理 

製作・納入・据付けられた資機材及び建設された施設が、契約図書で要求されている資機

材及び施設の品質、出来形を満足しているか否かを、下記項目に基づき監理を実施する。品

質、出来形の確保が危ぶまれるときは、コンサルタントは直ちに請負業者に訂正、変更、修

正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査立会いまたは工場検査結果の照査 

③ 梱包・輸送及び現地仮置き方法の照査 

④ 資機材の施工図、据付要領書の照査 

⑤ 資機材の試運転・調整・試験・検査要領書の照査 
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⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・試験・検査の立会い 

⑦ 機材据付施工図・製作図と現場出来形の照査 

(4) 安全管理 

請負業者の責任者と協議・協力し、建設期間中の現場での労働災害、事故を未然に防止す

るための監理を行う。現場での安全管理に関する留意点は以下のとおりである。 

① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

③ 工事用車輌、建設機械等の運行ルートの策定と徐行運転の徹底 

④ 労務者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 

(5) 施工監督者 

請負業者は太陽光発電モジュールの架台建設工事、並びに太陽光発電関連資機材を調達・

据付すると共に、配電・通信用ケーブルの据付工事を実施する。同左工事を実施するために、

請負業者は「ガ」国現地業者を下請契約により雇用することになる。従って、請負契約に定

められた工事工程、品質、出来形の確保及び安全対策について、請負業者は下請業者にもそ

の内容を徹底させる必要があるため、請負業者は海外での類似業務の経験を持つ技術者を現

地に派遣し、現地業者の指導・助言を行うものとする。 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

コンサルタントの施工監理要員は、本計画で調達される資機材の品質並びにそれらの施工／

据付出来形が、契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示された施設・資機材の品質が、請

負業者によって確保されているかどうかを、下記の項目に基づき監理を実施する。品質の確保

が危ぶまれる時は、請負業者に訂正、変更、修正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査立会い又は工場検査結果報告書の照査 

③ 梱包・輸送及び現地仮置き方法の照査 

④ 資機材の施工図及び据付要領書の照査 

⑤ 資機材に係る工場及び現場における試運転・調整・検査要領書の照査 

⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い 

⑦ 施設施工図と現場出来型の照査 

⑧ 竣工図の照査 
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3-2-4-6 資機材等調達計画 

本計画で調達・据付けられる太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーは、「ガ」国で

は製作していない。しかしながら、現地にはこれら太陽光発電販売店は存在するものの、品質、

数量の確保は困難である。従って本計画の太陽光発電資機材の調達先の選定に当たっては、こ

れ等の現地事情を考慮し、「ガ」国技術者による当該設備の運転・維持管理の容易性、予備品調

達や故障時対応等のアフターサービス体制の有無に配慮して決定する必要がある。 

本計画にかかる主要調達機材については、製品品質の高さ、アフターサービスの充実度など

から、「ガ」国側は日本製機材の調達を希望している。また、日本の太陽光発電メーカーは、製

品品質及び信頼性の点で他国よりも優位であることを認識しており、我が国の環境プログラム

無償資金協力案件である本計画の太陽光発電資機材についても、日本製とすることを望んでい

る。また、直埋用のアーマードケーブル等の資材は、一般的には日本で製造されていないため

DAC 加盟国からの第三国製品も視野に入れて計画する。 

上記から、本計画で使用する資機材の調達先は下記のとおりとする。 

(1) 現地調達資機材 

セメント、砂、コンクリート用骨材、鉄筋、木材、ガソリン、ディーゼル油、工事用車両、

クレーン、トレーラー、その他仮設用資機材を含む工事用資機材 

(2) 日本国調達資機材 

太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、昇圧用変圧器、表示装置、配線材料他 

(3) 第三国調達資機材 

配電線材料他 

 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

初期操作・運用指導は現場での OJT（On the job training）を基本とする。系統連系型太陽光発

電システム（以下 PV 連系システムと称す）を設置・運用するには、現場の電気技術者が太陽

光発電に関して十分な知識を持たねばならない。下図 3-13 は PV 連系システムの据付工事、初

期操作・運転指導、ソフトコンポーネントのスケジュール（案）を図示したものである。 

月数

基礎・据付工事

検査・調整・試運転・

初期操作・運用指導

検収・竣工引渡し

ソフトコンポーネント

8 92 3 4 51 6 7

 

図 3-13 初期操作指導スケジュール（案） 
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PV 連系システムの据付工事は着工から 8 ヶ月間で終了する予定である。 

運転管理者は基本的な太陽光発電の知識を習得したあと、PV 連系システムの日本人技術者

（以下設置業者と称す）から実際の運転技術を習得する。現在のところ初期検査、試運転は着

工後 7.5 ヶ月目から実施する予定である。 

１．初期操作指導計画 

PV 連系システム運転管理者はすでに、太陽電池、PV 連系システムの基本は習得してい

る。 

PV 連系システム運転管理者（以下運転管理者と称す）は設置業者とともに下記の事項を

実施する。 

・太陽光発電系統連系システム完成時、運転開始前の検査、点検、測定 

・試運転方法 

・運転開始後の日常点検 

1.1 運転開始前の検査、点検、測定指導 

（１）運転を開始する前に実施する検査、点検、測定は 3-4-1 項｢日常点検と定期点検項目｣

で詳しく記載する。検査、点検、測定した結果は必ず記録しておく。 

（２）おもな検査、点検指導 

設置業者は下記事項を運転管理者へ技術移転する。 

① 太陽電池モジュール、アレイの点検 

建設時に輸送中の破損、損傷がないか十分チェックをする。表面ガラスのひび、割

れ、変色などがないかチェックする。 

② 配線、ケーブルなどのチェック 

太陽電池システムは寿命が長いので、電線、ケーブルなどの設置工事時の損傷、ね

じれなどが絶縁抵抗の低下、絶縁破壊の事故原因になることがある。工事が完成する

とチェックが出来ない部分に関しては記録をしておく。日常点検、定期点検は目視に

より損傷の有無を確認する。 

③ 接続端子部の確認 

パワーコンディショナーなどは輸送中ネジの緩むことがある。工事配線中の仮配線

のままのもの、テストなどで緩めたケースなどがそのままの状態であることがある。

運転前は端子部のネジの緩みを確認する。また極性、正極（P または＋）、負極（N ま

たはー）端子の間違え、直流回路、交流回路の配線間違いなどがないようにチェック

する。 



 

3-37 

④ その他周辺機器の点検 

その他の機器に関しても目視検査で異常がないかをチェックする。 

1.2 測定指導と安全対策指導 

運転管理者は運転開始前に設置した PV モジュールが正しく作動し、性能を保持している

かチェックする。運転管理者、作業補助者は実際の作業前に PV アレイの取り扱いに関する

安全対策の指導を設置業者から受ける。 

（１）安全対策 

作業開始前に安全対策（服装及び感電対策）を遵守し下記の点を守ることが大切であ

る。 

１）服装 

ヘルメットの着用、スニーカー、腰袋 

２）感電防止 

① 作業前に太陽電池ストリングの一端をはずしておく。 

② 低圧絶縁手袋を着用 

③ 絶縁処理された工具を使用 

④ 雤天時は作業をしない。 

（２）PV アレイの検査：電圧、極性の確認、短絡電流の測定 

① 太陽電池モジュールが正しく施工され、仕様書どおりの電圧が出ているか確認す

る。正負極は間違えないか、電圧計でストリングごとに確認する。 

② 短絡電流の測定 

太陽電池モジュールが仕様書に記載されている短絡電流が流れるか電流計で測定

する。 

（３）絶縁抵抗測定 

太陽光発電システムに通電して良いかどうかを確認するために絶縁抵抗試験をする。

建設後運転開始前、定期点検時、又は事故時不良箇所の特定のため、修復したあとに絶

縁抵抗を測定する。絶縁抵抗を測定したら抵抗値を記録しておく。使用電圧が 300V 以

上の場合は 0.4MΩ以上必要である。 

（４）接地抵抗測定 

太陽電池モジュールの周囲に網状接地線が布設されており、太陽電池モジュールの金

属性架台、パワーコンディショナー建屋内に収納された電気品（パワーコンデイショナ
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ー、変圧器等）の金属製外箱の接地線が網状接地線に接続されている。網状接地線の接

地抵抗は、日本の接地基準の C 種接地（使用電圧が 300V を超える低圧用金属製外箱の

接地等：10 オーム以下）並びにガーナの接地基準（10 オーム以下）より 10 オーム以下

となるように設計・施工されている。 

接地抵抗測定の実施は、定期点検時に本プロジェクトで納入される接地抵抗測定器に

て測定し、10 オーム以下であることを確認する。 

1.3 運転開始前、各機器の整定値、整定時間の調整 

運転管理者は設置業者とともに PV 連系システムの各機器の整定値、整定時間などを調整

する。 

整定値、整定時間のおもなものは下記のとおり。 

・保護継電器の整定値の確認 

・交流電力復旧の場合、投入阻止時間の確認 

・直流電源喪失の場合のシステム停止確認 

・交流電源喪失の場合のシステム停止確認 

整定値、整定時間を設定したら、正しく作動するか入念にチェックする。詳しくは 3-4-1

項「日常点検と定期点検項目」に記す。 

1.4 試運転方法の確認 

PV 連系システムの設置場所は病理学研究所であり、電気の切断が許されない。このよう

な場所でのシステム完成時の試運転方法は事前に十分、野口研と討議し決めておく。 

 

２．運用指導計画 

PV 連系システムは運転に入ったら、ディーゼルエンジン発電機と異なり操作の必要がな

い。PV 連系システムは自動的に毎日稼動するが、何らかの原因で PV 連系システムが停止

したあとは確認後手動でスイッチを投入する。運転初期は半導体、PV モジュールの不具合

が発生することがあるので、毎日点検する必要がある。PV 連系システム運転初期、運転管

理者は設置業者と PV 設置サイトを巡回し点検場所、点検のコツを習得する。 

（１）運転マニュアルを作成 

運転管理者は設置業者から習得した技術をベースに自分の運転マニュアルを作成す

る。 

（２）日常点検記録ノートを作成、保管 

日常点検項目は 3-4-1 項「日常点検と定期点検項目」に詳しく記載する。運転管理者

は日常点検項目を点検したあと、点検結果を記録する点検記録ノートを作成し保管する。
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記録をとることにより各機器の異変を感知できる。 

（３）日射量と発電量チェック 

運転管理者は日射量と発電量を常にチェックする。このチェックにより、運転管理者

は PV モジュール、パワーコンディショナーなどに不具合が発生した場合、異変を感知

できる。 

（４）パネルの清掃 

運転管理者は日常点検でパネルの汚れを常に監視する。特に乾季ハマターンの季節は

毎日パネルを清掃させる。 

 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景 

本計画の完成後、太陽光発電設備の運転・維持管理は野口記念医学研究所のメンテナンス

部が担当する。メンテナンス部は、図 3-14 に示す通り 4 セクションに分かれており、電気セ

クションはスタッフが 2 名、冷蔵・空調管理セクションが 2 名（内 1 名はメンテナンス部長

が兼務）である。配管セクションは 2 名に大工 1 名、庭園清掃管理が 17 名で構成されている。

太陽光発電設備の運転・維持管理は、主に電気セクションが担当することとなる。 

 

図 3-14 野口記念医学研究所組織図 

「ガ」国における太陽光発電設備の導入状況は、援助機関が中心となり主に北部各州へ SHS

（Solar Home System）、ワクチン保存用 PV3冷蔵庫、ソーラーポンプ、PV 街灯などを設置し

ているほか、系統連系型太陽光発電システム（以下、「PV 連系システム」と称す）としては、

スペインの援助により 50kW が MOE (Ministry of Energy)の駐車場の屋根に設置されている。

                                                           
3 PV：Photovoltaic の略で、太陽電池を意味する。 

野口記念医学研究所 

研究部門 総務部門 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部 総務部 車輌部 経理部 秘書部 

配管セクション  

(2 名+大工) 

冷蔵・空調管理 

セクション 

(2 名) 

庭園清掃管理 

(17 名) 

電気セクション 

(2 名) 
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最近ではドイツの援助でEC (Energy Commission)ビルの前庭に 4.5kWの追尾式 PV連系システ

ムが導入された。このように「ガ」国では、太陽光発電設備の導入が進められているものの、

PV 連系システムが導入された実績は 2 件のみであり、「ガ」国における PV 連系システムの

運転・維持管理に対する知見は十分とは言えない。 

NMIMR では、研究所の電気設備や非常用発電機の日常的な運転・維持管理を行っており、

電気設備の運転・維持管理に関する基本的な知見は持ち合わせている。しかしながら、NMIMR

に太陽光発電システムが導入されたことはなく、日常の業務を通じて PV 連系システムの運

転・維持管理に必要な知識・技術を習得することは困難である。また、配電系統の運用者で

ある ECG（ガーナ電力公社）においても、系統連系型の自家発電設備が配電系統に接続され、

運用された経験は乏しいことから、PV 連系システムに対する留意事項、事故対応について十

分な知見を有していない。更に、電力の売買を伴わない発電設備の系統連系については、規

制や技術基準等が整備されていない。 

本ソフトコンポーネントでは、プロジェクト開始時の円滑な立ち上がりを支援することと、

PV 連系システムが持続的に運転・維持管理されることを目的とし、実施機関となる NMIMR

のメンテナンス部を主な対象として PV 連系システムの運転・維持管理に関する技術移転を実

施する。また、太陽光発電設備が連系される配電系統の運用者・維持管理者においても、PV

連系システムの特性を把握しておく必要があることから、大学構内の配電設備の維持管理主

体であるガーナ大学施設部、配電系統の運用者である ECG、電力事業に関する規制機関であ

るエネルギー省やエネルギー委員会に対しても、PV 連系システムの概要、系統運用上の留意

事項や連系に係る技術要件について、必要な技術移転を行う。 

(2) ソフトコンポーネントの目標 

本ソフトコンポーネントの目標は、以下の通りである。下記の目標が達成されることによ

り、無償資金協力事業の効果が持続的に発現することが期待される。 

1) プロジェクトの竣工後、「ガ」国側による PV 連系システムの運転・維持管理が円滑に開

始される。 

2) PV 連系システムの運転・維持管理が持続的に行われる。 

3) 太陽光発電設備が連系された配電系統が、安定的に運用される。 

(3) ソフトコンポーネントの成果 

本ソフトコンポーネントで達成すべき成果は、以下の通りである。 
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表 3-21 ソフトコンポーネントの成果 

目 標 ソフトコンポーネントの成果 対象者 

1． プロジェクトの竣工後、

「ガ」国側による PV 連系

システムの運転・維持管理

が円滑に開始される。 

1-1 PV 連系システムの運転・維持管理組織が確立される。 

1-2 運転・維持管理要員が、PV 連系システムの運転・維持

管理技術を習得する。 

NMIMR 

メンテナンス部 

2． PV 連系システムの運転・

維持管理が持続的に行わ

れる。 

2-1 PV 連系システムの運転・維持管理マニュアルがトラブ

ルシューティングを含んで作成される。 

NMIMR 

メンテナンス部 

2-2 PV 連系システムの概要、特性が理解される。 

2-3 PV 連系システムのトラブルシューティング方法が確立

される。（大学内の配電系統が対象） 

ガーナ大学 

施設部 

3． 太陽光発電設備が連系さ

れた配電系統が、安定的に

運用される。 

3-1 PV 連系システムの概要、特性（逆潮流を含む）が理解

される。 

ECG 

エネルギー省 

エネルギー委員会 

3-2 PV 連系システムのトラブルシューティング方法が確立

される。（ECG の配電系統が対象） 

ECG 

 

(4) 成果達成度の確認方法 

本ソフトコンポーネントの成果は、作成された運転･維持管理マニュアルと参加者のレポー

トを確認することにより把握する。表 3-22 に活動内容別の成果確認方法を示す。マニュアル

では、運転・維持管理に係る組織と役割、日常管理、定期点検、トラブルシューティング等、

必要な項目が全て網羅され、技術的な内容が誤りなく記載されていることを確認するととも

に、必要に応じて助言、指導を行う。レポートでは、技術移転のテーマ毎に受講者が理解し

た内容を記述させ、講義内容の理解度を評価する。なお、理解が十分でない項目については、

補足講義を行う。 

表 3-22 ソフトコンポーネントの成果と確認方法 

対象者 ソフトコンポーネントの成果 達成度確認方法 

NMIMR 

メンテナンス部 

 PV 連系システムの運転・維持管理組織が確立される。 

 運転・維持管理要員が、PV 連系システムの運転・維持管理技術を

習得する。 

 PV 連系システムの運転・維持管理マニュアルがトラブルシューテ

ィングを含んで作成される。 

 マニュアル 

 レポート 

 

 マニュアル 

ガーナ大学 

施設部 

 PV 連系システムの概要、特性が理解される。 

 PV 連系システムのトラブルシューティング方法が確立される。（大

学内の配電系統が対象） 

 レポート 

 マニュアル 

ECG  PV 連系システムの概要、特性（逆潮流を含む）が理解される。 

 PV 連系システムのトラブルシューティング方法が確立される。

（ECG の配電系統が対象） 

 レポート 

 マニュアル 

エネルギー省  PV 連系システムの概要、特性（逆潮流を含む）が理解される。  レポート 

エネルギー委員会  PV 連系システムの概要、特性（逆潮流を含む）が理解される。  レポート 
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(5) ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

1) ソフトコンポーネントの内容と活動 

ソフトコンポーネントの活動内容は表 3-23 に示したように、太陽電池の基礎から、運転、

維持管理、モニタリングまでカバーする。技術移転の手法は、座学、演習（受講者によるマ

ニュアル作成）と機材を使用した実習を用いる。実習にて使用する機材は、NMIMR へ導入予

定の太陽電池モジュール、計測器、工具類を活用する。なお、無償資金協力により NMIMR

に導入される PV 連系システムでは、配電系統側への逆潮流は発生しないが、「ガ」国で将来

的に逆潮流を含む PV 連系システムが導入されることを想定し、逆潮流に関する内容も技術移

転の項目に含めることとする。 
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表 3-23 ソフトコンポーネントの活動内容と技術移転方法 

目 標 ソフトコンポーネントの成果 活動内容 技術移転方法 対象者 

1． プロジェクトの竣工後、

「ガ」国側による PV 連系

システムの運転・維持管理

が円滑に開始される。 

1-1 PV 連系システムの運転・維持管理組

織が確立される。 

 運転維持管理実施者の責任内容の明確化 

 運転維持管理体制の評価 

 座学 

 座学、グループ演習 

NMIMR 

メンテナンス部 

1-2 運転・維持管理要員が、PV 連系シス

テムの運転・維持管理技術を習得す

る。 

 PV システムの原理と基礎知識の移転 

 PV 連系システムの特徴及び保護機能（逆

潮流を含む）に係る講義 

 運転管理技術の移転 

 維持管理技術の移転 

 

 定期点検手法の技術移転 

 

 モニタリング 

 座学 

 座学 

 

 実習（実機による運転操作） 

 実習（点検リストの作成、点

検、補修） 

 実習（絶縁抵抗、開放電圧測

定を含む） 

 実習（運転データの記録・評

価、設備の状態監視） 

NMIMR 

メンテナンス部 

2． PV 連系システムの運転・

維持管理が持続的に行わ

れる。 

2-1 PV 連系システムの運転・維持管理マ

ニュアルがトラブルシューティング

を含んで作成される。 

 「ガ」国側との相互協力による運転維持管

理マニュアルの作成 

 トラブルシューティング、運転維持管理マ

ニュアルの適正化 

 座学、演習(マニュアル作成) 

 

 実習（マニュアルに基づく運

転操作、事故想定訓練） 

NMIMR 

メンテナンス部 

2-2 PV 連系システムの概要、特性が理解

される。 

2-3 PV 連系システムのトラブルシュー

ティング方法が確立される。（大学内

の配電系統が対象） 

 PV 連系システムの特徴及び保護機能（逆

潮流を含む）に係る講義 

 トラブルシューティング（逆潮流を含む）、

運転維持管理マニュアルの適正化 

 座学 

 

 実習（マニュアルに基づく運

転操作、事故想定訓練） 

ガーナ大学 

施設部 

3． 太陽光発電設備が連系さ

れた配電系統が、安定的に

運用される。 

3-1 PV 連系システムの概要、特性（逆潮

流を含む）が理解される。 

 PV 連系システムの特徴及び保護機能（逆

潮流を含む）に係る講義 

 PV 連系システム導入時の検討課題（逆潮

流を含む） 

 座学 

 

 座学 

ECG 

エネルギー省 

エネルギー委員会 

3-2 PV 連系システムのトラブルシュー

ティング方法が確立される。（ECG

の配電系統が対象） 

 トラブルシューティング（逆潮流を含む）、

運転維持管理マニュアルの適正化 

 実習（マニュアルに基づく運

転操作、事故想定訓練） 

ECG 
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2) 投入計画 

① 日本側の投入計画 

本ソフトコンポーネントでは、表 3-23 の活動を実施することにより、実施機関である

NMIMR が PV 連系システムの運転・維持管理方法を具体的に理解し、実践するために必

要な技術を移転する。また、大学構内の配電設備の運用者であるガーナ大学施設部、配電

系統の運用者である ECG や、電力システムに関する監督、規制機関であるエネルギー省、

エネルギー委員会に対しても、PV 連系システムの概要や、運用上の留意事項について、

技術移転を行う。受注コンサルタントは、指導技術者 1（PV システム）、指導技術者 2（系

統連系）の 2 名を表 3-24 に示す期間「ガ」国に派遣し、技術移転を行う。 

表 3-24 ソフトコンポーネントに係る投入計画 

名称 格付 派遣期間 渡航回数 作業内容 

1. 運転維持管理体制の構築     

 指導技術者 1（PV システム） 3 号 0.50 月 1 回 実施機関内の運転維持管理体制の構築 

 指導技術者 2（系統連系） 3 号 0.50 月 1 回 電力事業者との相互協力体制の構築 

2. 技術トレーニング     

 指導技術者 1（PV システム） 3 号 1.00 月 1 回 PV システムの運転維持管理技術の移転 

 指導技術者 2（系統連系） 3 号 1.00 月 1 回 商用系統との連系に関する技術の移転 

3. モニタリング     

 指導技術者 1（PV システム） 3 号 0.50 月 1 回 PVシステムに関する技術の習得状況の評価 

 指導技術者 2（系統連系） 3 号 0.50 月 1 回 系統連系に関する技術習得状況の評価 

② 「ガ」国側の投入計画 

「ガ」国側の投入として、ソフトコンポーネントの受け皿となる受講者の任命と講義へ

の参加、運転・維持管理組織の立ち上げ、ソフトコンポーネントを円滑に実施するための

運営組織の設立等が必要となる｡具体的には、以下の通りである。 

a PV システム運営委員会（仮称） 

本ソフコンの開始後、NMIMR メンテナンス部は、ソフトコンポーネントの円滑な実

施とソフトコンポーネント終了後の持続的運用を目的とした「PV システム運営委員会

（仮称）」を速やかに設置する。同委員会は、ソフトコンポーネントの実質的受け皿と

なり、またソフトコンポーネントの達成状況把握、意見交換、課題討議の場も兼ねるこ

とから、ソフコン期間中には定期的に委員会を開催する。PV システム運営委員会は本

ソフコン計画終了後、本計画機材の運転・維持管理が持続的かつ円滑に行われるよう、

PV ワーキンググループを指導する。PV ワーキンググルーは同委員会に PV システムの

運転・維持管理の状況を報告し､必要なときは指導・助言を受ける。 

PV システム運営委員会は NMIMR（野口記念医学研究所）内に事務局を置き、MOE、

EC、ECG、ガーナ国立大学、NMIMR の 5 機関より構成される。メンバーは各機関の担

当部署メンバーで構成され、各機関 1 名～2 名で構成する。PV システム運営委員会の組

織を図 3-15 に示す。 
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PV システム運営委員会は、表 3-25 に示す実施体制に従って運営するとともに、「ガ」

国における PV 連系システムの普及に備えて下記事項を討議する。 

 PV 連系システムの運転・維持管理に関する課題 

 PV 連系システムが電力会社の配電系統運用、電力品質に与える影響 

 PV 連系システムを「ガ」国で普及させる上での障害 

 PV 連系システムを「ガ」国で普及させるための法的規制 

 PV 連系システムを「ガ」国で普及させるための技術基準(逆潮流を含む) 

b PV ワーキンググループ（PVWG）案 

PV ワーキンググループ（以後 PVWG と称す）は PV システム運営委員会の下部組織

として設立し、PV システム運営委員会の指導・監督の下、PV 連系システムの運転・維

持管理を実践する。 

 

図 3-15 PVシステム運営委員会実施体制（案） 

 

PV システム運営委員会、PV ワーキンググループの実施体制（案）を表 3-25 に示す。 

表 3-25 PVシステム運営委員会実施体制（案） 

 
日本人コンサルタント 

PV システム 

運営委員会 

PV ワーキング 

グループ 

人数 2 名 5－10 名 3－5 名 

役割 全体の進捗状況管理 業務全体の管理 システムの維持管理 

ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄでの役割 説明 開催 開催、参加 

維持管理マニュアル 助言 原案チェック 原案作成 

運転管理、分析 助言 データ分析、考察 運転操作、データ分析 

維持管理フォローアップ 管理指導 維持管理報告 維持管理報告 

報告先 
日本大使館 

JICA ガーナ事務所 

JICA ガーナ事務所 PV システム 

運営委員会 

 

コンサルタント 

（全体管理） 

PV ワーキンググループ（仮称）WG 

● UG (ガーナ大学) 施設部 

● NMIMR メンテナンス部 

PV システム運営委員会（仮称） 

● MOE   再生可能エネルギー部 

● EC     再生可能エネルギー部 

● ECG 

● UG (ガーナ大学)     施設部 

● NMIMR    メンテナンス部 

（委員は各機関 1－2 名より構成される） 

「ガ」国政府 
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(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

無償資金協力で調達・据付される PV 連系システムの主要機器は日本製であることから、ソ

フトコンポーネントで派遣する技術者は、日本の PV 製品、システムに精通している必要があ

る。「ガ」国内にも太陽光発電設備の据付を行う技術者はいるものの、欧州や中国の製品しか

取り扱ったことがなく、また系統連系についても十分な経験を有していない。このため、ソ

フトコンポーネントの実施リソースとしては、日本の PV システムや系統連系を熟知した受注

コンサルタントが直接支援する方式を採用する。 

(7) ソフトコンポーネントの実施工程案 

ソフトコンポーネント実施工程を表 3-26 に示す。 

日本より派遣された技術者は、表 3-26 のとおりそれぞれのカテゴリーごとに、ソフトコン

ポーネントを実施する。各カテゴリーの実施時期については、以下のとおりである。 

運転維持管理体制の構築： 維持管理体制構築の支援を目的に行うこと。機材据付前に維持

管理体制を明確化させておくことは、設備据付時に当事者意識

を喚起できることから、設備据付以前に実施する。 

技術トレーニング： 据付・点検・運転等については実設備を利用し行う。設備が運

開するまでに備えておくべき維持管理マニュアル等について

整備するため、据付工事の半ばから設備運開前に実施する。 

モニタリング： 「ガ」国側が自主的に維持管理できているかを確認することに

焦点をおき実施するため、据付完了約 1 ヶ月後を目途に実施す

る。 

表 3-26 ソフトコンポーネントの実施スケジュール 

月数

基礎・据付工事

検査・調整・試運転

初期操作・運用指導

検収・竣工引渡し

運転維持管理体制の構築

技術トレーニング

モニタリング

運転維持管理マニュアル

実施状況報告書

完了報告書

ソフトコンポーネント

成果品

1 6 7 108 92 3 4 5
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(8) 成果品 

本ソフトコンポーネントの成果品は表 3-26 に記載したように、運転維持管理マニュアル（ト

ラブルシューティングを含む）、実施状況報告書（施主向けには英文 Progress Report）、完了報

告書（施主向けには英文 Final Report）、並びに技術移転に使用した教材類である。 

(9) 相手国実施機関の責務 

1) NMIMR（野口記念医学研究所）は、本ソフトコンポーネント実施に協力する PV シス

テム運営委員会を設置する。 

2) NMIMR は、本ソフトコンポーネント実施に必要となる会議室等を用意する。 

3) NMIMR は、本ソフトコンポーネントに必要な人員を提供する。 

4) PV システム運営委員会は、コンサルタントと協議し、運転維持管理マニュアルの作成

を自ら実施する。また、システムの運転開始後、実情に応じてマニュアルの改訂、更新

を行う。 

5) NMIMR は、運転維持管理マニュアルに基づき、PV 連系システムを維持管理する。  

PV システム運転管理責任者などが異動する場合は、ソフトコンポーネントの成果品を

活用し、後任者へ技術移転を行う。 

6) PV システム運営委員会は、維持管理マニュアルに基づいた点検の実績報告書を JICA

ガーナ事務所へ提出する。 

 

3-2-4-9 実施工程 

我が国の環境プログラム無償資金協力のスキームに基づき、図 3-16 に示すとおり事業実施工

程を計画した。 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

入
札
業
務 

  

 

 

              

機
材
調
達
・
据
付
け 

                

国内作業 

現地作業 

図 3-16 本計画の事業実施工程表 

（機材製作図作成・承認取得） 

（工場製作） 

（海上・内陸輸送） 

（試運転・調整） 

（計 12 ヶ月） 

（P/Q 公示、評価、入札図書配布、入札、評価） 

（承認手続き） （計 4.0 ヶ月） 

（機材据付工事） 

（PV モジュール架台建設） 

（土木・建築工事） 
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3-3 相手国側負担事業の概要 

本計画を実施するに当り、3-2-4-3「施工区分／調達・据付区分」に示す「ガ」国側施工範囲

の他、「ガ」国側が実施・負担する事項は以下のとおりである。 

(1) 計画の実施に必要な情報及び資料の提供。 

(2) 「ガ」国内の荷下ろし港及び空港での本計画に係わる製品の免税措置、通関及び迅速な

荷下ろし措置の確保。 

(3) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して、日本人が「ガ」国に滞在

または入国する許可。 

(4) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して通常「ガ」国で課税される

総ての税金、関税等から日本人の免税措置。 

(5) 銀行口座開設に係わる日本の銀行への手数料の支払い。 

(6) 本計画の実施に際し、日本の無償資金協力で負担されない事項の全ての負担。 

(7) 本計画の現地に於ける資機材検査への立会と、運転・維持管理技術の移転のため、技術

者と技能工を本計画専門のカウンターパートとしての任命。 

(8) 日本の無償資金協力で調達される資機材の適正かつ効果的な使用と維持。 

(9) 工事期間中の掘削土、汚水及び廃油の適当な廃棄場所の提供（もし必要ならば）。 

(10) 工事期間中の地域住民とガーナ大学及び野口記念医学研究所の関係者への安全の確保、

指導、教育。 

(11) 本計画設備と既設設備の接続時の最小限の停電対策。 

(12) 工事期間中の仮設道路整備、資機材保管場所等の確保。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 日常点検と定期点検項目 

太陽光発電系統連系システム（以下 PV 連系システムと称す）持続的に運転するためには日

常の保守、点検が欠かせない。運転管理者が実施する点検には大きく分けて下記の３点検があ

る。本計画で調達、据付が行われる太陽光発電設備は野口研が所有することとなるため､以下に

示す日常点検、定期点検、予備品の購入は野口研が主体となって実施する。 

・太陽光発電系統連系システム完成時、運転開始前の検査、点検 

・運転開始後の日常点検 

・運転後ある期間経過した後の定期点検 

(1) システム完成時、定期点検時の点検項目 

システム完成時の点検と、定期点検時の点検項目はほぼ同一である。点検項目と測定項目

を表 3-27 に示す。システムの完成時の検査、点検に関しては 3-2-4-7 項の｢初期操作指導・運

用指導等計画」に記載する。 

(2) 日常点検 

PV 連系システムはディーゼルエンジン発電機などの回転機器とは異なり、運転開始後は特

段の操作を行なう必要がない。 

PV 連系システムは太陽が昇り、ある時点になると自動的に毎日稼動する。PV 連系システ

ムが稼動中に配電系統の停電が発生すると、PV 連系システムは自動的に停止し、配電系統が

復電すると自動的に稼動を始める。しかしながら、PV 連系システムが何らかの原因で停止し

た後は停止原因を確認後、手動でスタートスイッチを投入する。運転初期は半導体、PV モジ

ュールの不具合が発生することがあるので、毎日点検する必要がある。PV 連系システム運転

初期、運転管理者は日本人技術者（以下設置業者と称す）と PV 設置サイトを巡回し点検箇所、

点検のコツを習得する。 

太陽光発電設備は無人による自動運転が可能である。基本的には日常の点検、保守は不要

であるが季節的にダストの多い時期はパネル表面を清掃しなければならない。日常点検する

ことによりシステムの異常を速やかに発見することができる。日常点検は、運転開始後 1 ヶ

月間、目視点検により毎日実施する。その後は毎週 1 回程度実施するが砂塵の多い乾季は毎

日パネル表面のダストを点検し、汚れたときは直ちに清掃する。点検項目を表 3-27 に示す。 
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表 3-27 日常点検項目 

点検対象 目視点検など 

太陽電池アレイ ・ 表面の汚れ、破損 

・ 架台の腐食、錆 

・ 外部配線の損傷 

接続箱 ・ 外箱の腐食、錆 

・ 外部配線の損傷 

パワーコンディショナー ・ 外箱の腐食、錆 

・ 外部配線の損傷 

・ 動作時の異音、異臭 

・ 換気口フィルターの掃除 

・ 設置環境（温度、湿度） 

接地 ・ 配線の損傷 

発電状況 ・ 正常に発電しているか、発電量記録 

・ 指示計器、表示の確認 

運転管理者は日常点検を実施するときに下記の 3 点を励行する。 

・日常点検記録ノートの作成と保管 

日常点検項目は表 3-27「日常点検」に示す。運転管理者は表に示した項目を点検したあ

と、点検結果を記録し、保管する。記録をとることにより各機器の異変を感知できる。 

・日射量と発電量チェック 

運転管理者は日射量と発電量を常にチェックする。これにより、運転管理者は PV モジ

ュール、パワーコンディショナーなどに不具合が発生した場合、異変を感知できる。 

・パネルの清掃 

運転管理者は日常点検でパネルの汚れを常に監視する。特に乾季ハマターンの季節は毎

日パネルを清掃させる。 

(3) 定期点検 

一般的な定期点検項目と測定項目を下表 3-28 に表示する。定期点検はある期間運転したあ

とにシステムを停止し、各機器の点検と表の測定項目を測定する。第 1 回の定期点検は運転

開始から 5 年経過した 2017 年に実施する。 
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表 3-28 定期点検時の点検項目 

点検対象 目視点検項目 測定試験 

太陽電池アレイ ・ 表面の汚れ、破損 

・ 外部配線の破損 

・ 架台の損傷、錆の発生など 

・ 接地線の損傷、設置端子の緩み 

・ 絶縁抵抗測定 

・ 開放電圧測定（必要時） 

接続箱、集電箱、 

 

・ 外箱の腐食、錆 

・ 外部配線の損傷、接続端子の緩み 

・ 接地線の損傷、接地端子の緩み 

・ 絶縁抵抗測定 

パワーコンディショナー ・ 外箱の腐食、錆 

・ 外部配線の損傷、接続端子の緩み 

・ 接地線の損傷、接地端子の緩み 

・ 動作時の異音、異臭 

・ 換気口フィルターの目詰まり 

・ 接地環境（湿度、温度） 

・ 絶縁抵抗測定 

・ 表面部の動作確認 

・ 保護機能試験 

接地 配線の損傷 接地抵抗測定 

[出所] 太陽光発電システムの設計と施工 

 

1) 定期点検内容 

(ア) 表 3-28 の検査、点検をした結果は必ず記録し保管しておく 

(イ) おもな検査、点検項目 

① 太陽電池モジュール、アレイの点検 

パネルの破損、損傷がないか十分チェックをする。表面ガラスのひび、割れ、変色など

がないかチェックする。 

② 配線、ケーブルなどのチェック 

太陽電池システムは寿命が長いので、電線、ケーブルなどの設置工事時の損傷、ねじれ

などが絶縁抵抗の低下、絶縁破壊の事故原因になることがある。運転開始後はチェックが

出来ない部分に関して記録をしておく。日常点検、定期点検の折は目視により損傷の有無

を確認する。 

③ 接続端子部の確認 

パワーコンディショナーなどは運転中ネジの緩むことがある。工事配線中の仮配線のま

まのもの、テストなどで緩めたケースなどがそのままの状態であることがある。運転前は

端子部のネジの緩みを確認する。また極性、正極（P, 又は＋）、負極（N またはー）端子

の間違え、直流回路、交流回路の配線間違いのないようにチェックする。 

④ その他周辺機器の点検 

その他の機器に関しても目視検査で異常がないかをチェックする。 
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2) 測定と安全対策 

運転管理者は運転開始前に設置した PV モジュールが正しく作動し、性能を保持しているか

チェックする。運転管理者は実際の作業前に PV アレイの取り扱いに関する安全対策の指導を

受けているが作業者補助者への安全対策を実施する。 

(ア) 安全対策 

作業者は作業開始前に安全対策（服装及び感電対策）を遵守し下記の点を守ることが大

切である。 

 ｱ）服装 

ヘルメットの着用、スニーカー、腰袋 

 ｲ）感電防止 

① 作業前に太陽電池ストリングの一端をはずしておく。 

② 低圧絶縁手袋を着用 

③ 絶縁処理された工具を使用 

④ 雤天時は作業をしない。 

(イ) PV アレイの検査：電圧、極性の確認、短絡電流の測定 

① 太陽電池モジュールが正しく施工され、仕様書どおりの電圧が出ているか確認す

る。正負極は間違えないか、電圧計でストリングごとに確認する。 

② 短絡電流の測定 

太陽電池モジュールに、仕様書に記載されている短絡電流が流れることを電流計

で測定する。 

(ウ) 絶縁抵抗測定 

太陽光発電システムに通電して良いかどうかを確認するために絶縁抵抗試験をする。建

設後運転開始前、定期点検時、又は事故時不良箇所の特定のため、修復したあとに絶縁抵

抗を測定する。絶縁抵抗を測定したら抵抗値を記録しておく。使用電圧が 300V 以上の場

合は 0.4MΩ以上の絶縁抵抗値が必要である。 

(エ) 接地抵抗測定 

太陽電池モジュールの周囲に網状接地線が布設されており、太陽電池モジュールの金属

性架台、パワーコンディショナー建屋内に収納された電気品（パワーコンデイショナー、

変圧器等）の金属製外箱の接地線が網状接地線に接続されている。網状接地線の接地抵抗

は、日本の接地基準の C 種接地（使用電圧が 300V を超える低圧用金属製外箱の接地等：

10 オーム以下）並びにガーナの接地基準（10 オーム以下）より 10 オーム以下となるよう
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に設計・施工されている。 

接地抵抗測定の実施は、定期点検時に本プロジェクトで納入される接地抵抗測定器にて

測定し、10 オーム以下であることを確認する。 

3) 連系システム点検表 

系統連系型太陽光発電システムの定期点検項目と判定基準表を表 3-29 に示す。点検した記

録は保管する。 

表 3-29 系統連系型太陽光発電システムの点検項目と判定基準 

機器等 点検項目 判定基準 備考 点検者 

太陽電池 ガラスの汚れ ガラスの汚れがない   

フレームの破損、変形 フレームの破損、変形がない   

外部配線の汚れ、破損 外部配線の汚れ、破損がないこと   

架台 錆、傷 錆、傷がないこと   

架台の固定 ボルトの緩みがないこと   

太陽電池と架台の固定 ボルトの緩みがないこと   

架台の接地 架台にアースされていること   

構造物の取り付け 構造物の取り付けに緩みなどがない   

運転・停止 パワーコンデ

ィショナー 

連系運転 運転スイッチ「運転」で運転   

運転停止 運転スイッチ「停止」で停止 

商用電源 停電 瞬時にパワーコンディショナーが停止する   

復電 復電タイマー（ ）秒後にパワーコンディシ

ョナーが自動的に運転再開すること。 

  

接続箱 端子台のネジ緩み ネジの緩みがないこと   

配線の接続（極性） ＋、―が間違いなく配線されている   

アース工事 確実に接地されている   

錆、汚れ 錆、汚れがない   

絶縁抵抗測定 

電圧 DC1000V 

太陽電池＋と接地間の絶縁抵抗が 

１MΩ 以上あること 

 

  MΩ 

 

太陽電池―と接地間の絶縁抵抗が 

１MΩ 以上あること 

 

MΩ 

太 陽 電

池 の 開

放 電 圧

測定 

( )直列の場合

の開放電圧 

DC （  –  ） V 以内であること 

システムにより決定する。 

PV1 

PV2 

PV3 

 

電圧のバラツキ 各系列間の電圧のバラツキが(  )V 以下で

あること。（システムにより決定する） 

 

      V 

 

パワーコン

ディショナ

ー 

端子台のネジの緩み ネジの緩みがないこと   

配線の接続（極性） ＋、―が間違いなく配線されている   

交流出力 RST が間違いなく配線されている

こと。 

アース工事 確実に接地されている   

保護継電器の設定 設計どおりか確認   

雑音、騒音 TV,ラジオは 3m 以上離す   

換気 換気口は開いているか   

周辺の可燃物 周りに引火物がない   

系統電圧の測定 RT 間が AC(   )V±(  )V 以内であること RS 間 

ST 間 

TR 間 
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(4) 運転開始前、各機器の整定値、整定時間の調整 

運転管理者は系統連係運転を再稼動するために下記機器の作動設定を行い、設定どおりに

作動するかをチェックする。 

運転管理者は PV 連系システムの各機器の整定値、整定時間などを調整する。整定値、整定

時間のおもなものは下記のとおり。 

① 保護継電器の整定値の確認 

設置したパワーコンディショナーの整定値、整定時間の確認をする。 

② 交流電力復旧の場合、投入阻止時間の確認 

パワーコンディショナーを確認後、直流側のブレーカーを投入する。表示関係に問題が

なければ交流側ブレーカーを投入し、連係運転が開始するまでの時間を測定する。 

③ 直流電源喪失の場合のシステム停止確認 

パワーコンディショナー運転中に直流側ブレーカーを OFF し、パワーコンディショナー

が安全に停止することを確認する。 

④ 交流電源喪失の場合のシステム停止確認 

③項のチェック後、直流側ブレーカーを ON し運転状態にして交流側ブレーカーを OFF

したのちパワーコンディショナーが完全に停止することを確認する。 

注：（メーカーにより相違することがあるのでメーカーの仕様を参照する。） 

 

3-4-2 予備品購入計画 

太陽光発電システムは、内部に稼動部分が存在しないので基本的にメンテナンス・フリーの

システムである。磨耗、摩擦などによる故障はないが、インバーターを使用しているため半導

体の故障が発生する可能性がある。運転初期に半導体の欠陥は現れるので、初期不良がなけれ

ば問題なく稼動すると考えられる。ただし天災、人災による故障、長時間の使用による劣化や

損耗がないとはいえない。システムの心臓部であるパワーコンディショナー他、幾つかの機器

を予備品として準備する必要がある。 

(1) 機材の取替周期と点検内容 

機材は経年と共に劣化し、やがて機能を果たさなくなる。太陽電池モジュールは出力特性

の測定により、ある程度劣化の状況を判断できるが、他の多くの機材では劣化の状況を判断

することは難しい。システムの信頼性を保つためには予防保全の考え方から、故障に至る前

に部品を交換する方法がある。参考として表 3-30 に主要機器の推奨取替周期と点検内容を示

す。 
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表 3-30 主機材の取替周期と点検内容 

部品種類 推奨取替周期 点検内容 

太陽電池モジュール 20 年 ～30 年 外観及び電圧の測定 

接続箱 20 年 動作不良 

遮断器 10 年～15 年 動作不良 

集電箱 10 年～15 年 動作不良 

パワーコンディショナー 10 年～15 年 動作不良 

変圧器 20 年以上 温度上昇 

冷却ファン 10 年以上 風量・回転音の変化 

ヒュ－ズ 7 年又は 5 万時間 溶断 

クーラー 10 年～15 年 動作不良、性能低下 

 

(2) 予備品の調達計画 

太陽光発電システムの主要機材の破損や故障は、システムの機能停止を引き起こすことが

多い。トラブル発生時には、速やかに修理または故障機材の取替えを行うことが望ましく、

交換用の機材が保管されていれば迅速にシステムの復旧が行える。しかし、高価な部品や大

量の部品の保管はコスト高となるので、機材の特性、経済性、システムの復旧に要する時間

などを考慮して、予備品の種類と数量を設定する必要がある。表 3-31 には、常時保有するこ

とが推奨される予備品の種類と数量を示す。 

表 3-31 推奨される予備品の種類と数量 

機器の種類 
推奨される 

保有数量 

本計画で調達する 

交換部品 

太陽電池モジュール 全モジュ－ル枚数の 3％ 全モジュ－ル枚数の 3％ 

接続箱 2 台 2 台 

集電箱 1 台 1 台 

パワーコンディショナー 1 台 － 

ヒュ－ズ 全数の 10％ － 

配線 1 巻き － 

本計画では、太陽光発電システムを構成する主要な機器を交換部品として納入することか

ら、維持管理の面で実施機関に大きな経済的負担は発生しない。しかし、予期しない修理や

機器の取替えに備えるため、実施機関である野口記念医学研究所は、太陽光発電設備の運転

によって節約された電気代を機器の補修費用として積み立てることが推奨される。表 3-32 に

野口研が負担することとなる運営・維持管理費を示すが、年間で 8,200GHc 程度の経費が必要

となる。 
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3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

本計画を我が国の無償資金協力により実施する場合の事業費総額は、約 XX.XX 億円となり、

先に示した我が国と「ガ」国との施工負担区分に基づく双方の経費内訳は、以下に示す積算条

件において、次のとおりと見積もられる。ただし、ここに示す概略事業費は暫定値であり、必

ずしも交換公文上の供与限度額を示すものではなく、協力対象事業の実施が検討される時点に

おいて更に精査される。 

(1) 日本側負担経費     概算総事業費 約 X,XXX 百万円 

費目 概略事業費（百万円） 

機 材 系統連系太陽光発電システム XXXX 

実施設計・調達監理費 XXXX 

ソフトコンポーネント費 XXXX 

調達代理機関費 XXXX 

 

(2) 相手国側負担経費    10,000 US$（約 0.91 百万円） 

「ガ」国側の負担事項内容、及び金額は以下に示すとおりである。 

① PV パネル設置場所の草木の伐採工事： 3,300 US$ （約 0.3 百万円） 

② 資金移動に係る日本の銀行への手数料支払い： 6,700 US$ （約 0.61 百万円） 

 

(3) 積算条件 

① 積算時点：平成 22 年 4 月 

② 為替交換レート：1 US$＝91.20 円（2009 年 10 月から 2010 年 3 月までの TTS 平均値） 

③ 施工・調達期間：詳細設計並びに機材調達・据付の期間は施工工程に示したとおりである。 

④ その他：本計画は、日本国政府の無償資金協力のスキームに従い実施される。 

 

3-5-2 運営・維持管理費 

本計画で調達・据付が行われる、系統連系型太陽光発電システムの運営・維持管理費は表 3-32

に示す通りであり、野口記念医学研究所が負担すべき年経費は約 8,200 GHc (US$5,691)である。 
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表 3-32 運営・維持管理費 

 年経費(Cedi /年) 備 考 

技師派遣費 3,950 定期点検時のメーカー技師派遣費用。5 年

に一回発生すると想定。 

機材補充費 4,250 パワーコンディショナー他交換部品費用 

合計 8,200  

 

(1) 機材補充費 

系統連系型太陽光発電システムを長期間運転するために必要な機材と推定寿命は、表 3-33

に表す通りである。コンポーネントの中で最も寿命が長い太陽電池モジュールの寿命を 20 年

と想定、プロジェクトライフを 20 年と設定した上で、この間に必要となる機材補充費を以下

に試算する。太陽電池モジュール、接続箱、集電箱はシステム納入時に交換部品として納入

するため機材補充費としては計上しない。パワーコンディショナーは予備品に含まれていな

いため、プロジェクトライフの間に故障が発生すると想定し､4 台分の初期投資の 10%を交換

部品購入費として計上する。なお、予備品には含まれないが、パワーコンディショナー室の

クーラーの寿命は 10 年～15 年であるので、運転後 10 年目にクーラー取替えの予算を計上す

る。 

表 3-33 に示す通り、プロジェクトライフの期間中に必要となる機材補充費は 538 万円

（84,992 GHc）であり、これを年経費に換算すると 26.9 万円/年（4,250 GHc/年）となる。 

表 3-33 機材の寿命と交換費用 

部品種類 推奨取替周期 点検内容と不具合時の対応 費用 

太陽電池モジュール 20 年 ～30 年 外観及び電圧の測定 予備品と交換 － 

接続箱 20 年 動作不良 予備品と交換 － 

集電箱 10 年～15 年 動作不良 予備品と交換 － 

パワーコンディショナー 10 年～15 年 動作不良 部品を購入し交換 520 万円 

変圧器 20 年以上 異常発熱 再投資を検討* (900 万円) 

クーラー 10 年 動作不良、性能低下 購入して交換 18 万円 

    
538 万円 

(84,992GHc) 

［備考］*：変圧器の寿命は 20 年以上であるため、プロジェクトライフの期間中に取替えは発生しないものと想定する

が､万一異常が発生した場合には主要機器である太陽電池モジュールの残存寿命により、再投資の要否を判

断する。 

    1GHc(Ghana Cedi)＝¥63.3 として計算。 

(2) 電気代 

1) 野口記念医学研究所の電力使用量 

野口記念医学研究所における、2009 年 7 月から 11 月までの電力使用量データに基づき、年

間電力使用量を以下の通り算出した。各月の電力使用量に大きな変動は見られないことから、
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5 ヶ月間の平均値の 12 倍を年間電力使用量と想定とした。 

表 3-34 2009年の電気使用量 

月 電気使用量(kWh) 

7 月 105,500 

8 月 101,200 

9 月 110,900 

10 月 114,700 

11 月 115,300 

合計 547,600 

平均値は 109,520kWh/月で、年間使用量は 1,314,240kWh である。 

2) 電気料金 

野口記念医学研究所は電気料金をガーナ大学へ支払うことになっているが、実際の金銭の

授受はない。表 3-35 に 2006 年から 2009 年までの 4 年間の野口記念医学研究所における電気

代を示す。 

表 3-35 野口研の電気料金 

年度 電気料金(GHc) 

2006 18,000 

2007 20,000 

2008 24,000 

2009 28,000 

3) 2009年の電気料金 

上記 1)及び 2)から、1kWh あたりの平均電気料金は 2.1GHp/kWh となる。 

4) パワーコンディショナー室の電気代 

パワコン室の電気料金は下記のようになる。 

① パワコン室クーラー他で 3kW/h とした。（室温 30～35℃と想定） 

② 年間電気使用量  365 日×8h×0.5×3kWh＝4,380kWh / year  

（50％の通電比で 1 日 8 時間使用と想定） 

③ 年間電気料金：4,380kWh×2.1p＝9,198GHp＝91.98GHc 
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項としては、下記が

想定される。 

(1) 本計画で日本側が調達・据付を行う太陽光発電設備及び配電線等の工事開始前までに、

「ガ」国側は本計画の建設チームを結成し、「ガ」国側負担の建設用地内の敷地造成工

事、樹木の移設工事の実施並びに仮設用地（資機材置き場、現場事務所用地等）の準備

を行う必要がある。 

(2) 「ガ」国側は環境省及びエネルギー委員会への手続き並びに資機材輸入のための税関へ

の手続き等を行うため、日本側コンサルタント並びに工事関係者と協力し、必要な要員

計画、資機材購入計画等を策定し、工事の円滑な推進を図る必要がある。 

(3) 本計画で整備される太陽光発電システムの運転･維持管理の推進を図るため、「ガ」国側

は諮問委員会(Consultative Committee)を組織する必要がある。同委員会は野口記念医学

研究所を中心に関係各機関の代表から組織される。 

(4) 本計画で整備される太陽光発電システムは既存の配電網と連系される。このシステムは

「ガ」国では導入例が尐なく、このシステム運用から得られる記録、データ等は諮問委

員会(Consultative Committee)参加者共通のものとし、「ガ」国の太陽光技術の研究･開発

の推進に寄与するものとする。併せて、本計画で整備される計測・検査機器等から得ら

れるデータも、諮問委員会(Consultative Committee)参加者共通のものとする。 

(5) 「ガ」国側は本計画で実施される OJT 及びソフトコンポーネントに参加する技術者／技

能工の任命を諮問委員会(Consultative Committee)をとおして速やかに行い、現場研修に

参加させると共に、研修に参加しなかった他の技術者／技能工への技術の水平展開を図

る必要がある。 

(6) 諮問委員会(Consultative Committee)に参加する関係者は、本計画の運転･維持管理を通し

て得た情報･記録等を基に、地球温暖化防止に繫がる太陽光発電の普及に努める。 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 プロジェクトの前提条件 

4-1-1 事業実施のための前提条件 

太陽光パネル設置用地の使用に係るガーナ大学からの許可取得、及びプロジェクトの実施に

係る環境許可が事業実施のための前提条件となるが、これらは既に準備調査の段階で取得済み

であり､特段の懸案は無い。 

4-1-2 プロジェクト全体計画達成のための前提条件・外部条件 

プロジェクトの効果を発現・持続させるために「ガ」国側が取り組むべき課題は以下の通り

である。 

(1) 本計画で日本側が調達・据付を行う太陽光発電設備が最大限に利用されるよう、日常の

維持管理を適切に行う必要がある。 

(2) 本計画の据付、技術指導に関係機関が参加し、太陽光発電設備に係る技術を習得すると

ともに、将来の啓蒙・普及に活用する必要がある。 

(3) 太陽光発電による電気料金の削減分を維持管理費用として積み立てるための枠組みを作

り、積み立てた資金を設備の更新や維持管理に活用する必要がある。 

(4) 太陽光発電設備の維持管理を担当する要員を確保し、教育・訓練を行う必要がある。 

(5) 日射量、発電量等のデータを関係機関と共有し、今後の計画に活用する必要がある。 

 

4-2 プロジェクトの評価 

4-2-1 妥当性 

以下に示すとおり、本計画は「ガ」国の開発計画やエネルギー政策の実現に資するとともに、

一般国民に裨益するものであることから、協力対象事業の妥当性は高いと判断される。 

(1) 裨益人口 

本計画の実施により、野口記念医学研究所の教職員（約 220 人）が太陽光発電による電力

供給を享受することとなる。なお、太陽光発電による地球温暖化ガスの排出削減については、

「ガ」国の全国民が裨益対象となる。 

(2) 公共福祉施設の安定した運営への貢献 

野口記念医学研究所という公共福祉施設への電力供給に資するとともに、再生可能エネル

ギーの啓蒙普及に貢献するものである。 
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(3) 運営・維持管理能力 

本計画で調達する資機材の仕様は、「ガ」国の保有する技術力で十分に運用・維持管理が可

能であり、本計画実施上、特に問題は発生しないと判断される。 

(4) 「ガ」国の開発計画に資するプロジェクト 

「ガ」国政府が進めている国家エネルギー政策、戦略的国家エネルギー計画の実現に資す

るプロジェクトである。 

(5) 我が国の無償資金協力スキーム 

我が国の無償資金協力スキームがプロジェクトの実施に支障となることはなく、また、本

計画は無償資金協力スキームの枠内で無理のない事業内容と工程計画を策定しており、特段

の困難なく実施可能である。 

(6) 日本の技術を用いる必要性・優位性 

再生可能エネルギーを含むクリーンエネルギーに係る日本の先進的な技術、中でも我が国

として極めて優位性の高い太陽光発電技術を活用することができる。 

 

4-2-2 有効性 

本計画の実施により期待される効果は、以下のとおりである。 

① 定量的効果 

指標名 基準値（2010 年） 目標値（2015 年） 

送電端電力量（MWh/年）* 0 382 

CO2削減量（t/年）* 0 220 

*：本計画によるもの 

 

② 定性的効果 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

１．「ガ」国では再生可能エネルギ

ーの導入促進が政策として掲げ

られているものの、啓蒙普及活

動が十分でないため、普及の障

害となっている。 

ガーナ大学野口記念医学研究所に

出力 315kWp の系統連系型太陽光

発電システムを導入する。 

学生数約 3.9万人のガーナ大学に属

する野口記念医学研究所に太陽光

発電設備が設置されることで、教職

員、学生及び来訪者への太陽光発電

の啓蒙効果が期待される。 
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現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

２．「ガ」国では「再生可能エネル

ギー法」により、系統連系型の

再生可能エネルギー発電の導入

を進めようとしているが、「ガ」

国内で同種設備の実績・経験が

殆ど無い。 

同上 系統連系型の大型太陽光発電設備

の計画、設置、維持管理に「ガ」国

の関係者が関与することにより、同

種設備の技術的な知見が蓄積され、

将来の普及促進に繋がることが期

待される。 

 

4-2-3 結論 

本計画は、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本計画が「ガ」国のエネルギー

政策の実現に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償資金

協力を実施することの妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。さらに本計画の

実施および実施後の運営・維持管理についても、「ガ」国側の体制は人員・予算計画とも十分で

問題はないと考えられる。 
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